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２．参画と協働を先導する施策の実施状況                    

 

（１）先導する施策の選択にあたって 

ここでは、まず、参画と協働の考え方や状況について、広く県民にご理解

いただくため、地域づくり活動への支援、県行政への参画と協働の推進のそ

れぞれを先導する具体的な施策・事業をとりあげ、参画と協働の方法や、参

画と協働の状況、参画と協働の今後の主な取り組み方法を明らかにしまし

た。  
○選択の視点 

・ 全庁的に取り組む、参画と協働のしくみとしての施策・事業 

・ 多様な手法（チャンネル）を組み合わせて展開する施策 

・ 事業・各地域の特性のある取り組みや、県民が多彩に参画・協働して実

施している施策・事業 

 
○選択の考え方 

全分野、全地域を網羅するため、「平成 15 年度参画と協働関連施策の展

開方針」に記載した施策・事業のなかから、原則として、各部及び各県民局そ

れぞれ一つ（参画と協働を先導する県民政策部は９施策）、参画と協働を先

導するものを取り上げました｡ 

   

○ 選択した事業の一覧 

 

  ◇地域づくり活動への支援に関する施策（17 施策）      

３つの方向 事 業 名  担当部 ﾍﾟｰｼﾞ

地域づくり活動の登録制度の創設・運用 (新 ) 県民政策部  14 

県民運動情報提供事業～タクシーDE ゲット～

(新 ) 
阪神北県民局  16 

“子どもの冒険ひろば”パイロット事業 (新 ) 県民政策部  19 

“若者の居場所づくり”（「若者ゆうゆう広場｣の

設置)の推進 (新 ) 
県民政策部  22 

まちの子育てひろば事業の推進  健康生活部  25 

新たな活動を

生み、育む 

スポーツクラブ 21 ひょうごの推進 教育委員会  28 

食育推進ボランティア育成・活動支援事業 (新 ) 農林水産部  32 

北はりま田園空間博物館交流推進事業  北播磨県民局  34 

活動を高め、

支える 

地域生活創造情報プラザの設置・運営（生活

創造センター構想の推進） 

県民政策部  36 

地域団体活動パワーアップ事業 (新 ) 県民政策部  39 

灘（六甲山～東部新都心）文化軸活性化支

援・県市協働事業 (新 ) 
神戸県民局  42 

いなみ野ため池ミュージアム創設プロジェクトの

推進 

東播磨県民局  44 

「JR 播但線」列車通学生徒のマナーアップ運

動の展開 

中播磨県民局 47 

コウノトリと共生する地域づくりの推進 但馬県民局  49 

活 動 を つ な

ぎ、拡げる 

あわじ菜の花エコプロジェクトの推進＊ 淡路県民局  52 
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ひょうごボランタリープラザの充実          56 

ひょうごボランタリー基金、阪神・淡路

大震災復興基金による助成  

59 

NPO 大学事業の実施  62 

NPO と行政の協働会議の開催  64 
 

 

ひょうごボランタリー活動メッセ 

県民政策部 

 

 

 66 

 

県民行動プログラムに基づく活動の促進 

【県民行動プログラムの具体例】 

各県民局 

 

 68 

 

「六甲山を生かすﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」ｸﾞﾙｰﾌﾟなどの

行政と協働した取り組み 等 

神戸県民局 

 

 70 

阪神２号線文化街道づくりを進める 等 阪神南県民局  73 

多様で個性的なﾗｲﾌｽﾀｲﾙを育むことができ

る社会をつくる 等 

阪神北県民局  78 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ東播磨基準づくり 等 東播磨県民局  82 

心肺蘇生法を普及させ｢命の教育｣を推進

していこう   等 

北播磨県民局 

 

 85 

ﾈｯﾄﾃﾞｲﾘﾚｰの実施 等 中播磨県民局  88 

出る杭大会の開催・出る杭大賞の選定 等 西播磨県民局  91 

映像で但馬を発信 等 但馬県民局  94 

情報を発信しようﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 等 丹波県民局  98 

 

地域でつくる自然ふれあい手づくり公園

等 

淡路県民局 103 

 
◇県行政への参画と協働を推進する施策（10 施策） 

３つの方向 事 業 名  担当部 ﾍﾟｰｼﾞ

美しい兵庫指標の運用 県民政策部  111 県 民 と 情 報

を共有する 被災者復興支援会議Ⅲの活動支援 総括部  115 

県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実

施要綱の効果的な運用  
県民政策部  117 

附属機関等の委員の公募に関する指針の策

定・運用 (新 ) 
県民政策部  119 

県 民 と 知 恵

を出し合う 

御前浜水環境の再生 (新 )＊ 阪神南県民局  121 

自然活用型野外 CSR 事業の推進  産業労働部  123 

コミュニケーション型県土づくり (モデル )
事業  

県土整備部  127 

「いきいき学校」応援事業  教育委員会  130 

西播磨「水と緑の郷づくり」構想の推進  西播磨県民局  134 

県 民 と 力 を

合わせる 

加古川の源流を生かした地域づくり(新 ) 丹波県民局  136 

 
(新 )平成 15 年度新規施策  

        ＊平成 15 年度の展開方針には位置づけていませんでしたが、地域におい
て、参画と協働の取り組みが展開された施策・事業  
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 （２）地域づくり活動への支援に関する施策（17 施策）  

  ①新たな活動を生み、育む 

                                                       

○地域づくり活動の登録制度の創設・運用(新)（県民政策部） 

 

 事業概要  
団体等が自ら取り組む地域づくり活動の概要（活動の内容、活動分野、活動地域、団

体の概要など）を登録し、情報発信することを通じて①地域分野を超えた活動ノウハウ

等の共有②共通する課題解決に向けた複数のアプローチの発見③複数のアプローチを

協働して取り組むきっかけづくり、などによる地域づくり活動の活性化を応援するため、

ひょうごボランタリープラザにおいて地域づくり登録制度を運用します。 
 
    参画と協働の方法  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ネットワークづくり 

登録の募集 

登録 

〔システム開発〕 

 県（ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ）は、団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟ等の意見を聞きな

がら、団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟ等にとって利用しやすいシステムを開発。 
 

〔地域づくり活動の情報発信〕 

  団体・グループは、登録を通じて、自らの地域づくり活動に関する情

報を広く発信するとともに、他の団体等との情報共有を積極的に実施。 

〔連携〕 

 団体・グループは、他の団体の活動を知ることにより、新たな

仲間づくり、様々な団体等との協働による課題解決につなげる。 

 県は、交流機会の提供を通じて、団体・グループの連携を支援。 

〔広報〕 

 県（ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ）は、地域づくり活動登録についての

理解と、登録の推進を図るため、募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の作成・配布、各種

広報媒体による広報活動を実施。 

登録のシステムの開発 

〔説明会〕 

 県（ひょうごﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ）は、県民に対し、各種会議・イベン

ト等を活用して、地域づくり活動登録の趣旨の説明、登録の効果な

どを説明。 
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 参画と協働の実施状況  

◇地域づくり活動登録件数 

地域づくり活動登録制度は、平成 15 年 7 月から運用を開始し、活動登録件数は、1,622 件

です。 

地域別、分野別割合は次のとおりです。 

 
   

地域別割合

但馬
4.6%

淡路
4.2%

神戸
15.5%

阪神南
22.5%

阪神北
6.7%

県外等
7.8%

西播磨
8.1%

北播磨
9.2%

東播磨
9.4%

中播磨
5.3%

丹波
6.7%

 
          ＊複数の地域、分野で活動している場合は、重複して登録しています。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（登録数の充実） 

現在の地域づくり活動登録件数は、1,622 件ですが、県内ボランタリー活動の状況等から

みて、積極的に登録数の増加を呼びかけ、情報の充実を図ることが必要です。 
このため、プラザ利用団体（2,354 団体）、生活創造情報プラザ（文化会館等）などの県

関係機関、市町、市町社協ボランティアセンター※１、関係団体等と連携して登録制度の PR、
登録の呼びかけ等を継続し、各種調査や助成の機会をとらえて、登録の増加に努めます。 
また、活動登録の具体的な活用例をわかりやすく説明するなど、積極的にシステムの PR
に努めるとともに、登録手続きについて、わかりやすく簡素にするなど、見直しを行います。 
（連携への支援） 

音楽系の団体が、ふれあいまちづくり協議会※２のイベントに協力するなど、これまでつ

きあいのなかった団体・グループ同士が、新たに連携して事業を実施するなど、新たな芽が

出てきています。 
このような活動の登録を活用した団体・グループ同士の連携を促し、活動の拡がりを支え

るため、交流機会の提供やメールマガジン等を通じた積極的な情報発信・提供など登録のメ

リットをさらに増進していきます。 
 
※１市町社協ボランティアセンター：市町単位の社会福祉協議会に設置されており、ボランティア 

活動の啓発、相談・助言、養成講座の開催、活動機材の貸し出し等を通じて、 
ボランティア活動を支援するセンターのこと。 

 
    

※２ふれあいまちづくり協議会：地域の自治会、老人クラブ、民生委員児童委員協議会、PTAなど 
各種団体が中心となって結成し、地域在住の高齢者、障害者、児童など、すべ 
ての人が仲良く助け合いながら暮らしていけるよう、住民の交流を深めるとと 
もに、地域福祉の向上をめざし、地域活動を行っている団体のこと。 

分野別割合

まちづくり
15.3%

社会教育8.4%保健・医療
・福祉　14.1%

文化・芸術
・スポーツ　24.9%

環境の保全
8.2%

子どもの健全
育成　11.9%

経済活動の活性
1.2%

団体への助言
・援助　2.6%

その他5.1%

男女共同参画の促
進　2.0%

国際協力活動
2.6%

人権擁護・平和の推
進1.4%

地域安全活動
2.3%
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○県民運動情報提供事業～タクシーＤＥゲット～(新)（阪神北県民局） 
 

 事業概要  
  県民運動をさらに地域に浸透させるため、県民への県政情報等の新たな提供窓口として、管

内最大手である阪急タクシー（株）の協働を得て、地域の老若男女が利用するタクシーの車内

等において、啓発グッズ・県政情報チラシを提供し、少しでも多くの人に県からの情報を役立

ててもらい、地域課題に取り組む機運を醸成します。 
 
参画と協働の方法 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所への協力依頼 

事業の広報・キャンペーンの開催 

企業との協働による事業の実施 

実施結果のフィードバック 

〔事業所への協力依頼〕 

  県は、県民運動を地域に浸透させるため、県民運動情報の窓口 
として啓発グッズ等を配布してもらうよう地域のタクシー会社に 
協力を依頼 
  （依頼内容） 

・タクシー専用乗り場での啓発チラシの設置 
・車内での乗客向け啓発グッズの配布 
・交通安全運動、青少年健全育成等の強調月間のステッカーの

車内掲示 
・社内での啓発グッズ等の配布を通じた社員の地域活動への理

解の促進 

〔広報・キャンペーン〕 
  県は、「タクシーＤＥゲット」事業並びに県民運動を地域住民に普
及・啓発を図るため、新聞発表、広報誌等による広報活動を行うとと

もに、強調期間に駅前のタクシー乗り場等でキャンペーンを実施 

〔事業の実施〕 

県は県民運動情報（啓発グッズ・チラシ）を提供。タクシー会社

は県民情報の窓口として、グッズ等を乗客に配布するとともに営業

所や待合室に設置するとともに、社員に対してもグッズ等を配布 

〔実施状況の調査〕 
県はタクシー会社を訪問し、情報提供の回数、啓発グッズの配

布状況、乗客（県民）の反応等について意見聴取を行い、事業の

定着並びに今後の事業展開につなげる。 
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 参画と協働の実施状況  
 
地域の有益な情報を積極的に取り入れ、それを県民局から企業を通して不特定多数の住民等

に発信することにより、住民・団体・企業・行政の間での地域情報の交流を促進し、地域団体

や個人をつなぐ地域と行政の双方向の事業となっています。 

  

◇配布状況（設置箇所数：7ヵ所） 
 

月 
啓発ｸﾞｯｽﾞ等

種類数 配布数 
訪問 
営業所 備考 

H15.06 5 350枚 1ヵ所  

H15.07 10 700枚 1ヵ所
7/17、川西市内にてキャンペーン
実施 

H15.08 8 560枚 1ヵ所

H15.09 8 560枚 0ヵ所

H15.10 7 490枚 1ヵ所

H15.11 5 350枚 1ヵ所

H15.12 2 140枚 1ヵ所

H16.01 6 420枚 1ヵ所

H16.02 8 560枚 1ヵ所

H16.03 4 280枚 1ヵ所

事業の定着に向けて、管内全営業

所を訪問し意見聴取 

計 63 4,410枚 9ヵ所  

ア）営業所等：4ヵ所（本社：豊中 営業所：伊丹・宝塚・川西） 
イ）タクシー乗り場設置ラック：3ヵ所（宝塚・逆瀬川・雲雀丘花屋敷） 
ウ）タクシー台数：246台（管内営業所所属タクシー） 
エ）青少年健全育成・交通安全啓発用ティッシュ： 5,000個 手交配布 

 
◇主な提供資料 

女性問題相談、500 人委員会※１、F-ネット※２、走る県民教室※３、地域団体活動パワ

ーアップ事業などの県民運動情報 
 

◇各種キャンペーンの実施 
タクシー営業所では、青少年健全育成や交通安全などの各種強調期間にステッカーの車

内掲示、グッズの配布などの協力を得ています。 
 
これまで市役所、公民館等の配布が中心でしたが、県民運動情報の提供の拠点として、不特

定多数の住民が利用するタクシーを活用することで住民にとって県政情報が得やすいものと

なり、住民と県との距離が縮められました。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（協働する企業の拡がり） 
地元の企業と行政がともに事業に取り組むことにより、企業との参画と協働の足がかり

をつけた意義は大きいものがあります。また、企業においては、社員への情報提供や啓発

も併せて行われることにより、地域の企業で働く人が地域づくりに参画するきっかけにな

りました。ただ、初めての取り組みであり、現在、阪急タクシー㈱1社との協働にとどまっ
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ています。今後、この事業を一層拡充するために、他のタクシー会社の協働を働きかけて

いきます。 
（多様な県政情報を提供するしくみの検討） 

県民運動を中心とした県政情報を提供していますが、地域から求められる情報は多種多

様であり、今後どのように県政全般の情報を共有していくか、しくみを検討していきます。 
また、現在は、県民局が県民運動にかかる地域情報をつなぐ中心的役割を担っています

が、今後、地域のグループ・団体、NPO等へのこの役割の移行（移行時期も含む）につい
ても検討します。 

 
 
 
 
 
 

   ※１500 人委員会：「こころ豊かな美しい兵庫」の実現に向け、地域や団体で青少年育成活動や 
地域づくり活動に主体的・能動的に参画する地域の担い手を養成するため、２年 

間の実践・体験型のワークショップ、フィールドワークを取り入れた実践的なセ 

ミナーを行う委員会のこと。地域により人数は異なるが、県下全域で 500 人の委 

員をもって構成している。 

 

   ※２F-ネット：無料の登録会員に対し、県の助成金情報や阪神北地域（伊丹市・宝塚市・川西 
市・三田市・猪名川町）の各種イベントをお知らせするほか、「○○開催のご案 

内」といった登録会員の活動に関する情報も毎月１回ＦＡＸでタイムリーにお知 

らせする制度のこと。 

 

   ※３走る県民教室：県立施設の見学を通じ県政への理解を深めることを目的として、貸し切り 
バスで県立施設などを見学する地域団体などに対して、バス借り上げ費用の半額 

(日帰りの場合 5万円、1泊 2 日の場合は 10 万円を限度)を助成する。 
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○“子どもの冒険ひろば”パイロット事業(新)（県民政策部） 

 

 事業概要  

子どもたちが遊びなどを通して生きる力を育めるよう、「自分の責任で自由に遊ぶ」を

原則に、子どもたちがいきいきと遊べる場づくりに取り組む団体・グループ等に事業費を

助成するとともに、ひろばで子どもたちを見守るプレイリーダーを開設されるひろばに派

遣します。 
事業の実施にあたっては、青少年育成会議を主催するなど青少年関係団体とネットワー

クのある財団法人兵庫県青少年本部に委託し、同財団が企画の募集及び選考、事業採択、

広報・情報提供、報告会の開催等を行うとともに、プレイリーダーの雇用、養成、派遣を

行い、事業を実施する団体等を支援します。    
 
 参画と協働の方法  

 下記のような進め方を標準モデルとして、事業展開をしています。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民主導の事業の実施 

事業の広報・募集 

県民からの事業の提案及び助成事業の決定 

〔広報・募集〕   

青少年本部は、事業趣旨の理解と県民の参加意識の向上を図るた

め、募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の作成・配布、広報誌等による広報活動を実施。 

〔事業の提案〕  
ＮＰＯ等は、取り組もうとする冒険ひろば事業の概要をとりまとめ、その

活動への助成を申請。 

〔決定〕 
青少年本部は、青少年育成団体代表者や大学教授、行政関係者で

構成される審査会を開催し、助成する事業を決定し、その結果を公表。 

〔事業の実施〕  
事業実施団体は、県や青少年本部からの情報提供等さまざまな支援

を活用しながら、地域住民・グループやボランティアとともに、提案した

冒険ひろばを開設。 

〔助成〕  
 青少年本部は、ＮＰＯ等が取り組む活動の事業費を助成。 

活動ノウハウの共有 

〔交流・報告会の開催〕  
 県・青少年本部は、事業を通じて得られたノウハウを共有し、地域で

の事業の広がりにつながるよう、交流・報告会を開催。 

〔相談〕  
県及び青少年本部は、提案された事業が実施できるよう、情報提供

や活動拠点などさまざまな相談に対応。 
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 参画と協働の実施状況  
◇ひろばの開催状況 

 ･常設ひろば 

   ＮＰＯ、青少年団体・グループ等が、空き地や公園の一角など、あらかじめ定めら

れた場所を使って、主に小学生を対象に、子どもたちが旺盛な好奇心やエネルギーを

発散させて自由に遊ぶ“冒険ひろば”を開設します。地域の団体・グループとプレイ

リーダー※１が中心となって、開催日の決定、開催案内のちらし作成、資材の準備等の

運営にあたります。 

週３日程度、 冒険ひろばを実施 
平成１５年度 開設数        10カ所（909回）         

                       のべ参加者数       44,492人      
                      

地 域 ひろばの名称 ひろばの場所 運営団体名 主な活動内容 
神 戸 

(神戸市) 
ワイワイパーク ・神戸市北区藤原台 

・藤原山公園 
・ワイワイパーク

（NPO 法人輝ナ

ビ北神） 

・ニュータウン内の公園

にある里山林を活用 

阪神南 
(尼崎市) 

浜脇っ子ひろば ・西宮市御前浜 ・浜脇っ子ひろば（に 
しのみや遊び場つ

くろう会） 

・全国唯一の海浜型ひろ

ばと酒蔵跡地（国有地）

に開設 

・多数の青年プレイリー

ダーが参画 

阪神北 
(伊丹市) 

仁川放課後ひろば ・仁川小学校運動場 ・放課後遊ぼう会 ・学校施設を活用した遊

び場をＰＴＡと協力

し、毎日開設 

東播磨 
(明石市) 

冒険ひろばあかし

っこ 
・県立明石公園 
・なかよし広場 

・市民サポートセン

ター明石 
・大規模な県立公園の一

角を活用 

・毎日１００人近い参加

者 

北播磨 
(加西市) 

冒険ひろば北はり

ま 
・加西市教育研修所

隣接地 
・日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ兵庫

連盟 北播磨地区

協議会 

・学校跡地を活用した遊

び場と広域にわたる５

か所の出前ひろばを展

開 

中播磨 
(姫路市) 

ネイチャーパーク ・姫路市面白山児童

センター併設公園 
・社団法人播磨教育

ｾﾝﾀｰ 
・児童センターに併設さ

れた公園内の雑木林で

の遊びを創造 

西播磨 
(佐用町) 

夢と冒険のひろば 
しそう 

・一宮町ロクロシキ

ャンプ場 
・日本ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ兵庫

連盟 宍粟第３団 
・自然に囲まれたキャン

プ場を活用して自由な

遊び場を運営 

但 馬 
(豊岡市) 

放課後プレーパー

ク 

・大屋町立西谷小学

校・南谷小学校 
・社会福祉法人 大

屋町社会福祉協議

会 

・過疎地で普段群れるこ

との少ない子どもたち

に、学校施設を活用し

た遊び場を運営 

丹 波 
(氷上町) 

さちよ緑のひろば ・氷上町賀茂１００

番地 
・さちよ緑のひろば

実行委員会  
・地域のグラウンドを活

用し、子どもたちと協

働した遊び場づくりを

展開 

淡 路 
(五色町) 

寺町ひろば ・洲本市－千福寺 ・洲本スカウト団 ・地域に身近なお寺の境

内を活用した遊び場づ

くりを展開 
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・出前ひろば 
冒険ひろばをやりたいが、常時使える場所を確保できない場合に、常設ひろばにい

るプレイリーダーが、現地に赴き、公園や学校のグラウンド等を一時的に使って、地

域の人たちと一緒になって“冒険ひろば”の準備から開催まで行います。 

         平成１５年度 開設数       54カ所（184回） 
                 のべ参加者数   9,625人 
   
◇プレイリーダー数（派遣回数） 

      22人（1,093回）   
 
 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

 （広場の普及・定着） 

冒険ひろばの開設を機に、地域の子育て中の親が気軽に公園に集う姿が多く見られるよう

になり、よいコミュニケーションの場となっています。また、昔はごく普通に見られた子ど

もの遊び場を、地域に取り戻していこうとする動きが、実施団体を中心に、地域の大人たち

に拡がっています。 

今後、ひろばを本格的に普及・定着させていくためには、実施団体以外にも、地域の中で

ひろばを小規模で運営している既存プレーパークに対する支援を早急に検討していきます。 

（人材養成やネットワークの構築） 

実施団体の中には、プレイリーダーの他にも、若いボランティアの人々が多数参加する団

体が生まれるなど、青少年の居場所ともなっています。また、プレイリーダー研修を一般公

開することにより、実施団体以外の冒険ひろば（プレーパーク※２）に関心を寄せる団体や

個人の参加も得ており、兵庫県内のプレーパーク関係者のネットワークづくりに役立ってい

ます。 
プレイリーダーを確保することが、地域の中での自主的なひろばづくりを拡げていくこと

につながることから、人材養成やネットワークの構築に取り組みます。 
 
 
※１プレイリーダー：子どもたちと同じ視線に立ち、遊びのヒントや自然素材を提供し、“ひろば” 

において子どもと遊び、子どもの活動を見守る人のこと。 
 
※２プレーパーク：プレーパークは「冒険遊び場」とも呼ばれ、デンマークをはじめ、ヨーロッパを 

中心に 1940年代以降に広がった新しい遊び場のこと。子どもたちが、廃材でいろ 
んなものをつくったり、シャベルで大穴を掘ったり、木にロープをかけてよじ登 
ったり、いきいきと遊ぶことができるところであり、子どもたちの好奇心や欲求 
を大切にし、やりたいことができる限り実現できる場にするために、地域の人た 
ちがプレイリーダーと一緒に運営にあたる。 
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○“若者の居場所づくり”（「若者ゆうゆう広場」の設置）の推進(新)（県民政策部） 

 

 事業概要  

家庭や学校以外で、多様な若者を受けとめるための「居場所」づくりを進めるＮＰＯ等に対

し、事業費を助成します（助成金額１件あたり２５万円以内）。 
事業の実施にあたっては、青少年育成会議を主催するなど青少年関係団体とネットワークの

ある財団法人兵庫県青少年本部に委託し、同財団が企画の募集及び選考、事業採択、広報・情

報提供、報告会の開催等を行います。    
 

 参画と協働の方法  

下記のような進め方を標準モデルにして、事業を展開します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民主導の事業の実施 

事業の広報・募集 

県民からの事業の提案及び助成事業の決定 

〔広報・募集〕   

青少年本部は、事業趣旨の理解と県民の参加意識の向上を図るた

め、募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の作成・配布、広報誌等による広報活動を実施。 

〔事業の提案〕  
ＮＰＯ等は、取り組もうとする居場所事業の概要をとりまとめ、その活

動への助成を申請。 

〔決定〕  
青少年本部は、青少年育成団体代表者や大学教授、行政関係者で

構成される審査会を開催し、助成する事業を決定し、その結果を公表。 

〔事業の実施〕  
事業実施団体は、県や青少年本部からの情報提供等さまざまな支

援を活用しながら、地域住民・グループやボランティアとともに、提案し

た居場所づくり事業への取り組み。 

〔助成〕  
 青少年本部は、ＮＰＯ等が取り組む活動の事業費を助成。 

活動ノウハウの共有 

〔交流・報告会の開催〕  
 県・青少年本部は、事業を通じて得られたノウハウを共有し、地域
での事業の広がりにつながるよう、交流・報告会を開催。 

〔相談〕  
県及び青少年本部は、提案された事業が実施できるよう、情報提供

や活動拠点などさまざまな相談に対応。 
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 参画と協働の実施状況  

◇ゆうゆう広場の開設状況                         

 
   
◇ひろばの利用者数 

                                         （単位：人） 

     
◇若者の居場所づくり推進員の雇用 

   若者の居場所づくりに関する業務を円滑に進めるため、大学生ボランティアの発掘や情報誌
の発行等の業務に携わり、“ひろば”の広がり、定着に取り組む「若者の居場所づくり推進員」

を当事業の委託先である（財）兵庫県青少年本部に２名設置します。 
 

地 域 名 称 広 場 の 場 所 運 営 団 体 活動内容 
神 戸 

(神戸市) 
ゆうゆう 
ユープラ 

・神戸市須磨区 須磨パ

ティオ健康館３階 
・NPO法人 こうべﾕｰｽ
ﾈｯﾄ 

外国人ボランティア

による英会話やバン

ド練習を実施 
阪神南 

(尼崎市) 
ゆうゆう 
小田北広場 

・尼崎市神崎町 神崎青

少年会館 
・小田北地域人権教育啓

発促進委員会 
卓球等球技、ゲーム

を通じた大学生まで

の異世代交流を展開 
阪神北 

(伊丹市) 
ゆうゆう 
U･I･A 

・伊丹市端ヶ丘 
HSMHouse１階 T･C･C 

・ユー・アイ・アソシエ

ーション 
気軽な会話と社会貢

献を目的とした自主

活動の企画、実践 
東播磨 

(明石市) 
ゆうゆう 
若者広場山の上 

・明石市大久保町 CaSa
メーコッコ 

・CaSaメーコッコ ロッジ風の居場所で

自然を感じながら創

作活動や料理を実施 
北播磨 

(加西市) 
ゆうゆう 
かさい 

・加西市北条 加西市地

域交流センター 
・こころ豊かな人づくり

500人委員会加西ﾌﾞﾛｯｸ 
500 人委員会ＯＢ会
と連携し、ダンスや

バンド発表会を実施 
中播磨 

(姫路市) 
ゆうゆう 
もんもクラブ 

・姫路市西二階町 アサ

ヒカメラ店舗１F 
・NPO 法人 おはなし
くれよん 

近隣大学生ボランテ

ィアとの気軽なおし

ゃべり・相談を実施 
西播磨 

(佐用町) 
ゆうゆう 
缶★環☆館 

・佐用町佐用 佐用商店 
 街 ｴｺｽﾃｰｼｮﾝ「缶★環

☆館」 

・佐用商店街有志「空き缶

でもうけてもええ会」 
商店街有志とともに

30 人が町活性化イベ
ントを企画、実施 

但 馬 
(豊岡市) 

ゆうゆう 
たじま 

・豊岡市寿町 ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞ
ﾈｽ施設「ﾊﾞﾆﾗｼﾃｨ」 

・ストーク 学習会、絵画のほか

まちおこしのイベン

ト等に積極的に参加 
丹 波 

(柏原町) 
ゆうゆう 
モクリンひろば 

・柏原町柏原 ｺﾐｭﾆﾃｨひ

ろば木輪 
・柏原まちづくり協議会 パソコン利用やダン

スグループによる練

習の場として展開中 
淡 路 

(五色町) 
ゆうゆう 
みやま 

・五色町広石中 五色町

地域福祉センター 
・三島博士顕彰会 センターの好きなコ

ーナーで、イベント

企画等の活動を展開 

神 戸 阪神南 阪神北 東播磨 北播磨 中播磨 西播磨 但 馬 丹 波 淡 路 
10,373 4,882 3,664 3,391 2,308 2,081 5,164 4,203 6,360 1,980 
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 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（広場の増加） 

  広場における地域の人々とのふれ合いの中から、まちづくりイベント等に積極的に参加す

る中高生が出てきており、地域でも若者にとっての学校や家庭以外の第三の居場所である

“広場”の必要性について、理解が進んできています。 

ゆうゆう広場は、地域の中にある施設の利用を中心としたものであるため、この事業を広

げていくために、広場の増加に努めます。 

（場所や人材の確保、柔軟な助成制度等の検討） 
広場の運営においては、運営団体がそれぞれの特徴を生かし、創意工夫しながら実施して

いるため、事業が画一化せず、幅広い活動が行われています。 

この事業により広がりを持たせていくために、場所や人材の確保、また柔軟な助成制度等

を検討します。 

（ネットワーク化の推進） 

広場の運営を担う、特に郡部の実施団体が、若い世代を対象とした事業を実施していくこ

とで、地域の若者のリーダーとの接触を持ち、従来の活動の幅を広げている例も見られます。 

現在、ホームページや報告会、通信誌等の発行を通じ、運営団体による連携を進めてはい

るものの、まだ十分とは言えず、地域の自主的な動きを促進していくためには、これら団体

同士のネットワーク化の支援に取り組みます。 
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○まちの子育てひろば事業の推進（健康生活部） 

 

 事業概要  

   子育て中の親が気軽に集い、仲間づくりを通して子育ての悩みを解決し、情報交換が

できる身近な拠点となる「まちの子育てひろば」（以下「ひろば」という。）の開設を促

進し、地域団体やボランティア等との参画と協働により、子育て相談や親子の体験活動

を支援するなど、地域全体で子育てを支えるしくみづくりを推進します。 
 
 
 参画と協働の方法  

 下記のような進め方を標準モデルに、具体的な手法については各地域で創意工夫を凝ら

し展開しています。  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

子育てに関する通信紙の配布 

全県及び地域推進協議会の開催 

〔通信紙〕   
県は、各ひろば、関係行政機関、コンビニ等への通信紙の配布を

通じ、子育て・子育ちに関する情報を提供。 

〔推進協議会〕  
県は、関係団体、地域団体等から構成される全県及び地域レベル

の推進協議会を開催し、情報交換や協議を実施。 

県民の主体的な子育て・子育ち活動 

〔実践活動〕  
保育所、幼稚園、児童館や子育てサークル等は、地域団体、ボ

ランティア等とともに、活動の場の提供、子育て相談、情報提供、

体験活動の支援等を行い、県民による主体的な子育て・子育ち活

動を支援。 

〔推進員〕 
 県は、子育て・子育ち活動の一層の連携及び拡大をめざし、推
進員を配置して、地域におけるひろば情報の収集・発信や関係団

体との連絡調整を実施。 

〔研修〕 
 県は、子育てサークルリーダー養成研修を実施し、自立した活
動を支援。 



 - 26 -

 参画と協働の実施状況  

◇推進協議会の開催状況 

関係団体、地域団体等から構成される全県及び地域レベルの推進協議会を開催し、

情報交換や協議を行ったので、県民のニーズに対応した子育て・子育ち活動の展開を

支援することができました。 

本庁・県民局 開催時期 主な協議事項 参加者（参加団体数） 
本 庁 ７月３日 １７人（２０） 

神 戸 ２月２４日     ３人（ ３） 

東播磨 ２月１８日 ２１人（１６） 
北播磨 ３月１６日 ２８人（３４） 
中播磨 １月１４日 １５人（２２） 

西播磨 ７月３０日 
２月１７日 

１８人（１９） 

但馬長寿の郷 ３月１１日 ２４人（２８） 
丹 波 ５月 ９日 １８人（１８） 
淡 路 ３月１１日 

・まちの子育てひろば事業活動 
報告 

・まちの子育てひろば事業新年 
度の取り組み 

８人（ ８） 
 

◇「まちの子育てひろば」設置状況（平成 16 年 3 月末現在）                 

県民局 保育所
子育て
サークル

幼稚園 児童館
子育て学
習ｾﾝﾀｰ

コープ
ひろば

助産院
社会福祉
協議会

まちの
保健室

児童養護
施設

乳児院
女性
ｾﾝﾀｰ

その他 合計

神戸 13 54 92 108 0 12 3 0 2 0 1 0 60 345
阪神南 88 53 61 22 0 6 1 1 1 3 0 0 0 236
阪神北 15 82 43 10 0 2 5 1 1 0 1 2 6 168
東播磨 51 74 3 2 5 3 2 1 2 1 1 0 6 151
北播磨 52 16 2 10 8 0 1 0 0 0 0 1 1 91
中播磨 84 8 11 13 2 1 2 1 2 2 2 0 0 128
西播磨 41 20 0 9 9 3 1 8 0 1 0 0 2 94
但馬 37 28 0 3 13 0 1 2 0 0 0 0 6 90
丹波 21 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 36
淡路 14 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 21
合計 416 342 213 183 43 27 17 14 8 7 5 3 82 1360

 

 ◇活動内容 

・親子で体験活動（親子体操、工作、料理、季節の行事など）を実施 

・ボランティアによる絵本の読み聞かせ、紙芝居、人形劇などの遊びの提供 

・保育士、保健師、助産師等の専門人材による子育て相談の実施 

・施設（園庭、自宅）開放  等 

 

ひろばには、多くの子育て中の親の参加があり、「ストレス解消になる」「子育ての大

先輩にかかわってもらえるので安心できる」といった意見があり、おおむね好評です。

その一方、「ボランティア、講師派遣等の要望は強いが、実際には派遣できていない」

といった課題も投げかけられています。 

 

 ◇推進員の設置状況   

   ひろばに関する情報の収集・発信や関係団体との連絡調整等を行う「まちの子育て

ひろば推進員」を地域に配置します。（平成１４年度：８１名、平成１５年度１０３

名） 
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配置個所 役割など 

社会福祉課 全県下のひろば登録管理、助成金等交付事務、通信

紙の発行等のため、３名配置  

県民局 広域的な情報集約や連絡調整等を行うため、各県民

局に１名ずつ配置 

県立こどもの館 各ひろばに出向き、体験活動の指導や子育てリーダ

ー 研修を実施するため１１名配置 

保育所 
保育所のひろばの情報集約や連絡調整等を行うた

め事務局及び各地区ブロック（旧県民局圏域）に１名

ずつ配置 

県社会福祉協議会 市町社協の推進員の情報集約や連絡調整等を行うた

め、２名配置 

市町社会福祉協議会 
各ひろばの情報集約や連絡調整等を行うため、各市

町社協に１名ずつ配置（ただし人口の多い神戸市は 
１１名、尼崎市、西宮市各２名配置）） 

 
 ◇子育てサークルリーダー養成研修の開催状況 

・派遣市町数：11 市 9 町 

・派遣回数 ：35 回 

・参加人員 ：1,721 名 

・研修内容 ：地域みんなで子育て支援ができる仕組みをつくるため、子育て中の親や地

域のボランティア等が絵本の読み聞かせや工作など子どもとの触れ合い方

を体験しながら子育てサークルの育成や活性化のノウハウについて学ぶ研

修を実施。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（活動内容の拡充） 

   今後は、特に、子育てに疲れ引きこもりがちな親をひろばへ誘導するために、事業の概要

について一層の広報に努めます。また、障害のある子どもを育てている親や共働き家庭など、

ケアが必要な子育て中の親に対しても支援できるよう、活動内容の拡充を検討します。 

また、団体・グループによる実践活動で培われたひろば運営のノウハウについては、十分

に情報共有できていないので、インターネットの活用や通信紙への掲載等を通じて、情報の

ネットワーク化に努めます。 
（交流の促進）  

平成 15 年度は、地域で活動するグループ等多様な主体の参画を促進した結果、主に子育

てサークル、自治会、民生委員児童委員協議会及び婦人会等による開設が増加しました。 

今後は、ひろばの開設や活動の支援にあたり、参画と協働の取り組みが一層多彩に展開さ

れるよう、子育てについて協働できる団体、ボランティアグループ、個人等を結集するとと

もに、これら団体・グループの活動の充実と相互交流の促進を図るための機会づくりを支援

していきます。 
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○スポーツクラブ２１ひょうごの推進（教育委員会） 

 

 事業概要  
２１世紀において豊かなスポーツライフを実現し、スポーツを通じて地域コミュニティづく

りや地域の教育力を活用した青少年の健全育成を図るため、小学校区を基本単位に、県民誰も

が参加できる地域住民の主体的運営による地域スポーツクラブの設立を支援します。 

   （内容） 

     ・全県推進委員会開催 
各団体への協力依頼、幅広い提案を踏まえた柔軟な支援の在り方を協議 

     ・補助事業 

       市町に対する補助（市町推進委員会運営補助事業） 

       地域スポーツクラブへの財政支援（基金方式による柔軟な補助） 
     ・啓発推進及び人材養成確保、交流大会開催、調査研究 
 
 

 参画と協働の方法  
  下記の進め方により、事業を展開し、県下各地域に「地域スポーツクラブ」を設立します。

具体的には各地域で特性を生かした運営を行います。 
「地域スポーツクラブ」は、地域住民のボランティアシップに基づき自主的な運営をめざす

ものですが、クラブの立ち上がりから軌道に乗るまでの間、県は一定額の助成を行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 （次ページに続く） 

 

〔全県推進委員会〕 

全県推進委員会（全県的に活動するスポーツ関係団体及び地域

団体等で構成）を開催し、既存の活動団体との連携を確立し協力

を依頼 
 

事業の広報（事業開始年度（平成 12 年度）） 

〔事業説明会〕 

各ブロックにおける市町教育長会議において、事業趣旨の説

明と協力依頼 

 各市町担当者会を開催し、事業説明会を実施 

〔募集〕 
各市町は、市町内において「スポーツクラブ２１ひょうご」
の広報・募集 

〔広報〕 
地元新聞特集記事掲載、ホームページの拡充、県広報メディ
アを効果的に活用して、事業の趣旨を広報 
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 参画と協働の実施状況  
◇設立状況 

平成 17年度までに県内すべての小学校区（828クラブ）への地域スポーツクラブ設立を
目標に推進しており、現在（平成 16年３月末）の各地域別でのクラブ設立状況は、一部の
地域を除きほぼ 60％以上、全県では 75％の進ちょく率です。 
また、市郡町推進委員会においては、県下 88市町（平成 15年３月末）すべてに設置さ
れており、全小学校区でｸﾗﾌﾞの設立を完了した市町は全体の 76％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ16 予定 Ｈ17予定

ク

ラ

ブ 

新規設立数 

（累 計） 

（進捗率） 

８３ 

（８３） 

(9.9%) 

１５８ 

（２４１） 

(28.8%) 

２３１ 

（４７２） 

(56.6%) 

１４６ 

（６１８） 

(74.6%) 

１３０ 

（７４８） 

(90.3%) 

８０ 

（８２８） 

(100.0%) 

市

町 
 

全小学校区でｸﾗ

ﾌﾞ設立を完了し

た市町数      

（累 計） 

８ 

（８） 

(9.1%) 

１４ 

（２２） 

(25.0%) 

３５ 

（５７） 

(64.8%) 

１０ 

（６７） 

(76.1%) 

１１ 

（７８） 

(88.6%) 

１０ 

（８８） 

(100.0%) 

地域スポーツクラブの設立・運営 

〔講習会〕 

  県は、運営手法等を取得し運営の核となる人材養成を行

うクラブマネジャー養成講習会や、具体的な種目活動を企

画・実施するボランティア指導者を養成するスポーツリーダ

ー養成講習会を開催 

〔活動プログラムの提供〕 
 県は、クラブの活動の多様化を図るため、CD やビデオを媒体
とした活動プログラムを市町推進委員会や各クラブに提供 

〔交流〕 

  県は、ブロック別交流大会の開催や神戸新聞社子育て支援

プロジェクトとの連携、エリア別クラブ連絡協議会の設立支

援等を通じて、クラブ同士の連携を促進 

〔市町推進委員会〕 

各市町単位で、「市町推進委員会」を設立 

クラブ間の連携促進 

〔補助〕 

県は、設立された市町推進委員会に 35万円を補助（平成 12
年度から平成 16年度まで） 
各小学校区において、設立意志があり、かつ設立要件を満た

した小学校区の代表は、市町推進委員会を経て、県に対し補助

金を申請 
県は、設立されたクラブに対して、基金方式により、1,300
万円（設備整備費と運営費（５年間））を補助 
県は、各市町における設立・運営準備組織への巡回指導、市

町担当者研修会、運営事例ビデオの作製・配布等を支援 
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◇クラブ数の状況 

 

 

神戸市 

 

阪神

南 

阪神

北 

東 播

磨 

北 播

磨 

中 播

磨 

西 播

磨 

但馬 丹波 

 

淡路 計 

 

（設立予定） 170 93 84 76 57 87 75 84 44 58 828 地区

H12 年度 10 1 4 9 8 3 12 22 5 9 83 

H13 年度 17 5 7 14 16 10 15 36 15 23 158 

H14 年度 43 14 16 27 20 31 26 20 17 17 231 

H15 年度 35 25 24 15 11 14 11 2 6 3 146 

累 計 105 45 51 65 55 58 64 80 43 52 618 

 進捗率% 61.8 48.4 60.7 85.5 96.5 66.7 85.3 95.2 97.7 89.7 75.0 

 

◇会員数（年度末累計）        
 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 
総会委員数(名) 28,220 118,988 201,780 264,195 

  

会員の年齢別構成（平成15年度末現在）

 高齢者

（60歳以上）

23%

 成人
（20～59歳）

42%

中高生

8%

小学生以下

27%

 
     高齢者のスポーツクラブへの参加も２割を超えており、家に閉じこもっていた高齢

者が会員に誘われてクラブの活動に参加するようになるなど、元気で活動的な高齢者

（アクティブ・シニア）の増加につながっています。 
 
◇開設種目 

  ・１クラブ平均開設種目：８種目（最多：３８種目） 

    ・定期的な活動種目（上位８種目）：卓球、グラウンドゴルフ、バドミントン、バレーボー
ル、野球、ソフトボール、ソフトバレーボール、サッ

カー 

 
     平成１８年度開催の「のじぎく兵庫国体」の地元開催種目を取り入れるなど、地域全

体で競技の普及に取り組むとともに、国体開催の機運醸成を図っていこうとする新たな

動きも出てきています。 
     一方で、更なる活動の活発化が必要な地域やクラブも見受けられるため、それらの活

動の促進に努めます。 
 
◇クラブマネジャー養成講習会修了者数 
  運営手法等を学び、クラブ運営の核となる人材を養成するための講習会を平成 13年度より開催 

 H13年度 H14年度 H15年度 
受講者数(名) 202 262 183 
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◇スポーツリーダー養成講習会修了者数 
  具体的な種目活動を企画・実施するボランティア指導者を養成する講習会を平成 15 年度より開催 

 H15年度 
受講者数(名) 265 

   
◇交流事業  
・ 交流イベントの開催 70.6％  
  （地域実情に即してクラブ内外を対象に野外活動やスポーツ大会などを実施） 

・ 開催回数 年間５回程度 

・ 開催内容（上位５行事）：クラブ内・クラブ間での交流試合・スポーツ大会、地域住民 
交流ウォーキング・ハイキング、クラブ主催で新たな企画による運動会、子ども

から高齢者まで対象にした健康度・体力測定会、地域でのボランティア活動 

・ 特色ある事業：三世代スポーツ大会や市町域全域での交流フェスティバル、活動記録手 

帳作成や顕著な活動への表彰制度創設 等 

 
    各種スポーツイベントや交流イベント等を開催することにより、地域住民間、世代間

の交流を促し、地域で子どもたちを育てる意識が醸成されつつあります。 
 
◇クラブハウスの整備状況             
・ 新築整備 32％、既存施設改修  39％（余裕教室 15％、その他 24％）、 
・ 既存施設設備拡充  29％（公民館 17％、公立体育館等 12％） 

 
クラブ員の交流の場となるクラブハウスは、小学校を活動拠点とするスポーツクラブ

も多く、地域住民にとって学校施設がこれまで以上に身近なものとして感じられるよう

になっています。 

                                  

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（クラブの永続的な運営）  
住民の参画と協働により、地域ごとのスポーツクラブを永続的に運営していくため、以

下のような取り組みを着実に推進していきます。 
     ・安定した財務基盤を確立するための活動規模等に見合う会員数確保と会費設定 
     ・会員に魅力ある多彩な活動プログラムの展開 
     ・多様な活動に対応可能な指導者確保 
     ・地域の認知度を高め既存団体等との連携の強化  等 
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②活動を高め、支える 
 
○食育推進ボランティア育成・活動支援事業(新)（農林水産部） 

 
 事業概要   

望ましい食生活の実現に向け、県民一人ひとりが「食」について関心を持ち、自ら考える 
習慣を身につける「食育」を推進するため、地域において「食育」の普及に自主的・主体的に

取り組むボランティア（食の健康運動リーダー）を育成するとともに、ボランティアが保育所、

幼稚園の園児とその保護者を対象に行う農業体験や調理体験等の実践活動へ支援を行います。 
 
 参画と協働の方法  

下記のような進め方をモデルに、兵庫県（農林水産部、健康生活部、農林(水産)振興事務所、 
健康福祉事務所）及び(財)兵庫県健康財団が連携して事業を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食の健康運動リーダーの募集 

〔広報・募集〕 

県が各種関係団体等を通じて、リーダーを募集。 

〔講習会〕 

県及び健康財団は、リーダーが効果的な実践指導を行うこと
ができるよう、講習会を開催し、事業概要の説明、実践指導の
手法、先進事例等について提示。 

県民（保育所・幼稚園）からの実践活動の要請 

〔実践調整会議〕 

保育所・幼稚園における実践活動を推進するため、健康福祉
事務所単位で関係者による会議を開催。 

〔実践活動にかかる事前調整〕 

効果的な実践活動を実施するため、リーダー、保育所又は幼
稚園、県（健康財団）により事前調整を実施。 

実践活動の実施 

〔リーダーによる実践指導〕 

リーダーが、園児とその保護者への体験指導（農業体験、食
品加工体験、調理体験等）を実施。 

〔活動支援〕 

県は、リーダーが体験指導を行うために要する経費を支援。 

〔家庭での実践〕 

県民は、各家庭で幼い頃から「食」に親しむことにより、「食
べ物」に対する感謝するこころを育むとともに、調理への参画
意識を高揚。 
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 参画と協働の実施状況   
特に幼児期に幼児期に食習慣や食嗜好が形成されるといわれていることから、子ども

と保護者に対する「食育」を推進するため、平成15年から実施しています。 
 

◇リーダー登録数、実践活動実施回数等（H16.3.31現在）  

項    目 実  績 

 食の健康運動リーダー登録数          １，４４４ 人 

 実践活動実施回数             ４５３ 回 

 

 参加者数      約 １８，０００ 人 

 

 
     食の健康運動リーダーの積極的な活動により、450回を超える実践活動を得ることが

できました。 
     リーダーは、農作物の植付け・収穫などの農作業体験、ごはんや大豆を中心とした調

理体験等を通じて、園児とその保護者に「食べものの大切さや、食べものについて関心

を持つこと」などについて実践指導を行いました。 
また、リーダーの募集にあたっては、関係団体や農業グループ等の積極的な協力も得

ることができたため、事業開始初年度において、事業予定期間（５年間）における目標

数（2,000人）の約７割を占める1,444人の参画を得ることができました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  （小宅北幼稚園での取り組み）       （東栗栖幼稚園での取り組み） 

 
 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
（リーダーの活動の充実） 
食の健康運動リーダーの積極的な実践活動の展開状況を踏まえ、今後は、農産物を生産し、

育て、収穫を行い、自ら手を加えた食材を使って調理を行うといった一体的な体験を行うた

め、農業体験と調理体験を担当するそれぞれのリーダーが連携した取り組みが可能となるよ

う、行政も働きかけを行っていきます。 
 （活動が地域に定着するしくみづくり） 

体験指導の参加者からは、「食」についての関心が高まった、子どもが調理を手伝うよう

になったなどの意見があり、また保育所・幼稚園からも継続した取組を希望する声が聞かれ

るなど、好評を得ています。しかし、都市部における園については、近隣に体験農園等がな

いため、今後、リーダーが実践活動をできる場所の確保に努めます。 
また、「食育」は全世代を通して実践する必要があるため、これらの取り組みの成果が地
域に広がるとともに、草の根的な運動につながるようなしくみを検討していきます。 
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○ 北はりま田園空間博物館交流推進事業（北播磨県民局） 

 

 事業概要  
北播磨地域における、都市と農山村との交流を通じた豊かな地域づくりのため、北は

りま田園空間博物館を拠点として、地域情報の発信・地域案内人の育成を図り、行政と

住民が連携し、北播磨地域が持つ様々な資源を生かして、都市住民との交流を図る北播

磨交流の祭典を含む、住民の参画と協働による交流の舞台づくりを支援します。 
なお、事業の実施にあたっては、住民主導の運動として実施し、事業完了後も地域に

根付いた運動とさせるため、現在、北播磨地域において、地域づくりの中核的組織であ

る NPO法人北はりま田園空間博物館に業務を委託します。 
 
    参画と協働の方法  

15 年度については、地域案内人のリーダーとなり、来訪者が北播磨地域に興味を持つ

ような案内を行う技術を持った、案内人（インタープリター）の養成をメーンに事業を

進め、16 年度以降は、養成講座修了者も参画・協働して、巡回講座の開催をメーンに、

地域全域で案内人の育成を図ることとします。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民の主体的活動 

情報の提供 

講座の開催 

〔案内人（インタープリター）養成講座の企画〕 

県（ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館）は、県民（養成講座修

了者）と協議して、養成講座の日程・開催場所・講義内容等につい

て決定。 

〔養成講座の開催〕 

県民は、講座を通じて、自ら地域の魅力を再発見すると共に、

来訪者に対し、地域の自然・文化・歴史等をわかりやすく伝える、

インタープリテーション技術を習得。 

〔ボランティア活動〕 

県民（講座修了者）は、来訪者に対し地域の魅力を解説し、

伝え、地域を体験するための指導・誘導。 

〔案内人連絡会議〕 

県民（講座修了者）の交流の場として、連絡会義を設置し、

案内活動に係る研究活動・相互評価・案内プログラムの構築等

を行うことにより、自己研さんするとともに、養成講座に参画

することにより、継続的な人材育成プログラムを構築。 

〔広報〕 

県（ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館）は、県民に対し、イ

ンターネット・パンフレット・ポスター等を利用して、地域の情

報を発信すると共に、養成講座への参加者を募集。 

養成講座の企画 
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 参画と協働の実施状況  
 

◇地域案内人（インタープリター）養成講座 

講 座 名 内 容 月   日 場    所 参加者数

H15. 8.17（日） 西脇市立総合市民センター 

第１回講座 
H15. 8.23・24（土・日）

北はりま田園空間博物館総

合案内所 

２２ 

第２回講座 H15.11. 8・ 9（土・日） 加美町 青年の家 ２２ 

第３回講座 H15.12.13・14（土・日） 黒田庄町 日時計の丘公園 １３ 

第４回講座 

(1)ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀｰ

についての基

礎知識 (2)ｲﾝﾀ

ｰﾌﾟﾘﾃｰｼｮﾝ技術

の実技 (3)博

物館案内の企

画・実践 
H16. 2.21・22（土・日）

八千代町 ﾈｲﾁｬｰﾊﾟｰｸかさ

がた 

３０ 

計    ８７ 

 

◇巡回講座 

講 座 名 内 容 月   日 場    所 参加者数

第１回巡回講座 H15. 6.28（日） 加美町内サテライト５カ所 ２８ 

第２回巡回講座 H15. 7.26（日） 
黒田庄町内サテライト９カ

所 
３１ 

第３回巡回講座 H15. 9.21（日） 西脇市内サテライト５カ所 ２４ 

第４回巡回講座 H15.10.21（日） 
八千代町内サテライト６カ

所 
１９ 

第５回巡回講座 H15.11.27（日） 中町内サテライト６カ所 ２０ 

第６回巡回講座 

各サテライトの

案内人を目指す

人たちが、サテラ

イトを巡回し、そ

れぞれのサテラ

イト案内人の案

内を聞き、自らの

案内技術の向上

を図る。 
H16. 3.13（土） 

加美町内サテライト６カ所 
２１ 

計    １４３ 

 

   参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（人材の育成と活用）                                
養成講座・巡回講座の実施により、住民自らが地域の風土・資源を再認識し、地域づ

くりの実践者としての意識の醸成を図るとともに、地域を訪れる来訪者に、地域の魅力

を解説できる人材が育成されつつあります。しかし、受講修了者の活動の場の確保と、

案内技術の維持に十分対応しきれていません。 
これらの状況を踏まえ、今後は、養成講座の修了者により設立された案内人連絡会議

について、会員相互の連絡情報網の確立、定期的な会議の開催などにより、自己発展型

の組織づくりに取り組みます。 
また、県下各地で展開されている、エコミュージアム※構想の先行モデルとして、こ

れまでに行ってきた住民主導による人材育成の取り組みについて、十分な検証を行い、

他の地域における組織づくりにフィードバックさせていきます。 
 

※
エコミュージアム：地域をまるごと「生きた博物館」と見立て、地域の暮らしと関わる有形・無形 

の資源を地域の人々を中心に幅広い主体の参画と協働を得ながら、活かしつつ保全する 

取り組みで、地域活性化にも役立てていこうとするもの。 
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   ○地域生活創造情報プラザの設置・運営（生活創造センター構想の推進）（県民政策部） 

 

 事業概要  
県民が、自分のくらしを高め、主体的に参画しながら、成熟社会にふさわしい新しい

ライフスタイルづくりを実践していくことができるよう、神戸生活創造センターや丹波

の森公苑の運営をするとともに、文化会館や生活科学センター等において「地域生活創

造情報プラザ」を整備・充実し、地域文化や消費生活をはじめ、子育て・青少年、男女

共同参画、健康福祉、環境など多彩な分野の生活創造活動を支援しています。 
 
    参画と協働の方法  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報の提供 

〔公募〕 

県は、地域生活創造情報プラザにおいて情報提供や相談等県民の
活動の支援を行う生活創造活動コーディネーターを公募・選考し、
委嘱。 
県は、生活創造コーディネーターとともに地域生活創造情報プラザ
の運営にかかわる生活創造応援隊を公募し、委嘱。 

生活創造活動コーディネーター、生活創造応援隊の設置 

〔情報提供〕〔相談〕 
 生活創造活動コーディネーターと地域生活創造活動応援隊は、連
携して、地域で活動に取り組む者にとって有用な情報の提供・相談
等に対応。 
各種推進員等は、生活創造活動コーディネーターと連携して情報
提供・相談等を行うなど、情報プラザを拠点として活動。 

県民の活動への支援 

〔情報誌の発行〕 

 生活創造活動コーディネーターは、生活創造応援隊と協力して編
集・取材等を行い、地域内での講座・拠点情報・イベント等を掲載

した「生活創造しんぶん」を発行。 

〔活動の場づくり〕 
 生活創造活動コーディネーターと各種推進員等は、連携・協働し
て県民が活動を行うための場を提供。 

〔団体の活動への支援〕 
 生活創造活動コーディネーターは、情報プラザに登録する団体に
対して施設の利用調整やグループ交流会の企画開催等の支援を通
じて、団体の自主的な活動の展開を促進。 

〔活動の仲介(マッチング)〕 
 生活創造活動コーディネーターは、県民の学習の成果を生かす
タイアップ講座の企画・実施を支援。 
また､活動ノウハウを有する人材情報を収集･整理し､活動の支
援を求める県民に仲介。

情報プラザを拠点とした交流の支援 
〔交流〕 
 生活創造活動コーディネーターは、情報プラザを活用して、団
体同士の交流やネットワークづくりを拡げる機会を提供。 

〔協働での事業展開への支援〕 
 各種団体・推進員等は、他の団体等と協働で事業を実施。 
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 参画と協働の実施状況  

  各地域の実情に応じて、生活創造センターを整備することとしています。生活創造センター

がまだ整備されていない地域については、文教府、文化会館、生活科学センターなど生活創造

センターの基盤となる施設に、地域生活創造情報プラザを設置し、生活創造活動コーディネー

ターや生活創造応援隊を配置して、生活創造活動の支援拠点機能を充実しています。 
 

◇地域生活創造情報プラザの整備状況 

 
機関名称 

 
所 在 地 

 
開設時期 

生活創造活動 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
設置状況 

生 活 創 造 応 
援隊設置状況 

但馬文教府 豊岡市妙楽寺 41-1 H11年 4月   １ ２０ 
西播磨文化会館 揖保郡新宮町宮内 458-7 H11年 4月  １ ２０ 
淡路文化会館 津名郡一宮町多賀 600 H11年 4月  １ ２０ 
東播磨生活科学センター 加古川市加古川町篠原町 154-1 H11年 4月  １ １１ 

姫路生活科学センター 姫路市新在家本町 1-1-22 H14年4月  １ ２０ 
※ なお、神戸生活創造センター、丹波の森公苑についても生活創造応援隊を設置し、生活創造活動 

支援事業を実施しています。 
 

（参考）生活創造センターの整備状況 
 機関名称 所在地 開設時期 
神戸生活創造センター 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 H12年 4月 

丹波の森公苑 氷上郡柏原町柏原 5600 H 8年  4月 
 
◇生活創造しんぶんの発行状況 

名    称 地 域 発行部数 
（／回） 

発 行 主 な 配 布 先 

T-Dream 但馬 3,000部 毎 月 
ネットめばえ 西播磨  3,000部 隔 月 
ポケット淡路 淡路  3,000部 毎 月 
東播 Cha2 東播磨  3,000部 隔 月 
生活創造新聞 中播磨  3,000部 毎 月 
PiPiＮ 神戸  2,000部 毎 月 
たんば．COM 丹波  2.500部 不定期 

民間サービスセンター、公民館、民間施設

等 
 

情報提供や活動のネットワーク化への支援を行うため、生活創造しんぶんの発行や、グル

ープ交流会の開催などに取り組んできましたが、しんぶんの固定的な読者層が形成されると

ともに、グループ同士の新たな出会いを生むなど一定の成果が認められます。 
 
◇地域生活創造情報プラザ登録グループ数 

機関名称 H11 H12 H13 H14 H15 
但馬文教府  １７   １７  １７  １７  ２４ 
西播磨文化会館 １９  ２１ ２９  ４２  ５２ 
淡路文化会館   １  ２８  ３０  ４０  ６０ 
東播磨生活科学センター  １７  ２９  ３９  ５７  ７０ 
姫路生活科学センター  －  －  － １８ ３５ 
神戸生活創造センター  － ２９０ ３５９ ３９７ ４２７ 
丹波の森公苑  ２９  ４５  ５０  ６０ ８９ 
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地域生活創造情報プラザにおいて、地域の特性を生かした生活創造活動の支援に取り組ん

できた結果、施設の利用者数や登録グループ数の増加がみられます。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（生活創造センターの整備） 

地域生活創造情報プラザの登録グループをはじめ、県民運動や地域ビジョンの実践グルー

プや団体など、県民が主体的に取り組んでいるさまざまな活動を総合的に支援する拠点とし

て、生活創造センターの整備に引き続き取り組みます。 
また、同プラザが未整備の地域においては、その設置等に取り組んでいきます（平成 16
年度に嬉野台生涯教育センターにおいて北播磨地域の地域生活創造情報プラザを設置予定）。 
（ネットワーク化の推進） 
今後とも、地域で活動する多様な県民相互の連携・協働を促進するため、同プラザが中心

となり、各県民局や市町、NPO/NGOや多様な中間支援組織と連携しながら、人材、施設、
情報等地域資源の再ネットワーク化を図ることを通じて、活動支援機能をより充実させてい

きます。 
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 ③活動をつなぎ、拡げる 

○地域団体活動パワーアップ事業(新)（県民政策部） 

 事業概要  

   地域団体(自治会、婦人会、老人ｸﾗﾌﾞ、子ども会等)が提案する、地域をよりよくするさ
まざまな取り組みの企画に対して、県民局単位で助成します。（助成金額１件あたり 50万
円以内、各県民局 1,000万円を限度とします） 
なお、事業の実施にあたっては、より地域の主体的な取り組みを推進するため、県民局

が、各地域における地域団体のネットワーク組織であるこころ豊かな美しい地域推進会議

（以下「地域推進会議」という。）に補助し、同会議が募集、助成決定、交流・報告会の

開催等を行います。 
 
 参画と協働の方法  

 下記のような進め方を標準モデルに、具体的な手法については各地域で創意工夫を凝ら

し展開しています。  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民主導の事業の実施 

事業の広報・募集 

県民からの事業の提案及び助成事業の決定 

〔広報・募集〕   
県・地域推進会議は、事業の正確な理解と県民の参加意識の向上を図
るため、募集ﾘｰﾌﾚｯﾄ等の作成・配布、広報誌等による広報活動 

〔説明会〕   
県・地域推進会議は、説明会を開催し、事業概要の説明、県民が事業
を展開するにあたって活用できる県の支援メニューの紹介 

〔事業の提案〕  
県民は、取り組もうとする活動の概要をとりまとめ、その活動への助成を
申請 

〔決定〕  
地域推進会議は、提案発表会を開催し、助成する事業を決定 
なお、地域推進会議は、県民の主体性を尊重しながら、提案された事業
に対して、様々なアドバイスを行う。 

〔事業の実施〕  
県民は、県からの情報提供等さまざまな支援を活用しながら、多様な主
体と連携し、提案した活動に取り組む。 

〔活動登録〕  
 県民は、それぞれが取り組む活動の内容、活動するうえで参考となるノ
ウハウなどをひょうごボランタリープラザが運用する「地域づくり活動登録」
に登録し、情報発信 

〔助成〕  

 地域推進会議は、県民が取り組む活動の事業費を助成 

活動ノウハウの共有 

〔交流・報告会の開催〕  
 県・地域推進会議は、県民が自らの事業を振り返り、次の展開に生かす
ことができるよう、また、事業を通じて得られたノウハウを広く共有できるよ
う、事例集を作成し、交流・報告会を開催 

〔相談〕  
県は、県民の主体性を尊重しながら、提案された事業が実施できるよう、
情報提供や活動拠点などさまざまな相談に応じる。 
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 参画と協働の実施状況  

◇県民局ごとの助成状況                      (単位：件、千円) 
県民局名 申請

件数 
助成

件数 
助成額 活動例 

神 戸 64 60 9,670 ・地域の安全・安心を確保するため、防犯ニュースの発行、
防犯パトロールを実施 
・指示や批判なしに子どもたちの話を聞きサポートする常設
チャイルドラインをフリーダイヤルで開設 

阪神南 104 48 10,000 ・ＮＰＯ、自治会等が協働し、地域で高齢者とその家族を見
守り、自立支援を実施 
・地域内の山林を利用し、世代を超えた里山保全運動を展開 

阪神北 69 45 10,000 ・銀甜瓜（マクワ）をみんなで栽培し、特産物として育て、
コミュニケーションやふれあいの場を提供 
・地域住民のまちづくりへの意識向上のため、地域の長所・
短所を点検し、その内容を「まち協かるた」として公募 

東播磨 76 67 9,493 ・加古川地域最古の用水「五ヵ井用水路」の一部を自治会、
高校等の協働により美しい憩いの場となる自然空間を創出 

・住みやすい地域をめざし、連合自治会が現地調査を実施し、
くらしの安全・安心・コミュニティマップを作製 

北播磨 60 49 9,800 ・地区の活性化と世代間交流のため、ジャンボかぼちゃ大会
と朝市を開催 

・地域の住民と子どもたちが、清掃活動や自然観察を通じて、
地域の自然を知り、環境を守る取り組み事業を開催 

中播磨 74 41 9,930 ・子どもをまちの大人みんなで育てることを基本理念とし、
中学校区の子ども、保護者、住民が交流する事業を開催 
・観光集客による地域活性化を図るため、自治会とＮＰＯが
協働し、亀山本徳寺境内で楽市楽座を開催 

西播磨 43 41 9,787 ・地域活性化のため、室山城落城を悼んで旧暦８月１日に行
われていたひな祭りを復興 
・まちの魅力再発見のための児童、幼児による夏休み絵マッ
プコンクールを実施 

但 馬 66 60 9,710 ・豊岡市港地区で古くから食されてきた食材による「港の味」
を次代の人に伝えるため、献立を集録・編集 

・地域資源である山ザクラ巨木や群生カスミザクラを活用し、
新たなサクラ植樹によるサクラ回廊づくりを実施 

丹 波 47 45 9,990 ・地域とＮＰＯが協働し、都市部住民に里山の日常体験（五
右衛門風呂等）を体験してもらうウォークデイを開催 
・地区内の独居老人の生活支援のためのコミュニティバス(ふ
れあいバス)を運行 

淡 路 60 50 9,976 ・町内の施設等を調査のうえ「福祉マップ」を作成し、全戸
に配布 
・地域の棚田をコスモス園とし、地域の慣習等を伝える三世
代交流事業を開催 

合 計 663 506 97,472  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇助成した団体の活動分野別内訳 （団体数） ◇助成した団体の属性別内訳   （団体数） 

まちづくり
88

文化・芸術・
スポーツ
70

環境の保全
80

地域安全活
動
17

子どもの
健全育成
111

団体活性化
45

その他
59

保健・医療・
福祉
36

 

その他
152

各種団体に
よる実行委
員会
43
商工会
12

青少年育成
団体
46

まちづくり協
議会
47

自主防災組
織
9

消費者団体
11

いずみ会
7

子ども会
48

老人クラブ
19

婦人会
26

自治会
86
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◇助成した団体の活動内容の内訳 

              活 動 内 容 の 区 分  団体数 構成比(%) 

新しい取り組み(他の団体との協働の場合を含む。)    277      54.7 

従前から実施している地道な活動に工夫を加えた取り組み     219      43.3 

中断していた活動をﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業を契機に復活した取り組み      10       2.0 

             合           計     506     100.0 
 

各地域での申請件数は多く、活動分野や活動団体の属性も多様です。また、助成す   

ることとなった活動のうち新しい取り組みが 50％を超え、パワーアップ事業を契機に
中断していた活動を復活した取り組みも見受けられました。 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（広域的な活動への支援） 
多くの地域団体への助成が行われ、地域の至る所で地域の課題を自ら見つけ出し、自

ら解決しようとする活動の契機となりました。ただし、広域的な組織の取り組みは少数

です。 
このため、「地域づくり活動支援指針」において、地域づくり活動の支援にあたって

の県の役割は、広域課題への対応を基本とし中間支援組織である広域団体への支援を図

ることとしており、このような考え方に基づいて、広域的な活動への支援を進めていく

こととします。 

（ネットワーク化への支援） 

協働の取り組みの中には、地域団体がグループやＮＰＯと協働した取り組みや広域団

体同士の協働による取り組み、地域団体が各種専門家と協働した取り組みなど今までに

なかったネットワークづくりが一部に見受けられましたが、ほとんどは地域団体同士の

協働による取り組みでした。 

今後、地域団体とグループ、ＮＰＯ、企業といった多様な団体による協働の取り組み

が、一層多彩に展開されて、ネットワーク化による効果が図られるよう支援していきま

す。 

◇助成した団体の組織規模別状況 （団体数） ◇助成した団体の協働の状況 

広域組織
78

市区町域組
織
141

地区単位組
織
163

中学校区単
位組織
26

小学校区単
位組織
98

協働無し

23%

協働有り

77%
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○灘（六甲山～東部新都心）文化軸活性化支援・県市協働事業(新)（神戸県民局） 

 事業概要  

   灘区西部の南北軸では、美術館や動物園、スポーツ施設、大学などの文化施設が集積し、

東部新都心では県立美術館を始めとする新たな文化教育環境の整備が進められています。 
   一方、同地域では南北交流軸の要となる JR 灘駅の橋上化に向けた動きとともに、豊か

な地域資源を生かした、住民が主導する新たなまちづくりへの取り組みが始まっているこ

とから、地元の自治会、婦人会、まちづくり協議会、商店会やＮＰＯ団体等と神戸県民局、

灘区役所等が連携し、地域の灘文化軸活性化の取り組みの支援を行います。 

 参画と協働の方法  

 秋の大芸術祭については、地元の自治会、婦人会、まちづくり協議会、商店会、ＮＰＯ

団体等、灘区役所、神戸県民局からなる「灘文化軸・秋の大芸術祭実行委員会」を結成し、

構成団体が事業内容の提案から実施に至るまで幅広く協働して様々な取り組みを行いま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「灘文化軸秋の大芸術祭」の開催 

普及・啓発 

〔広報〕 

地域住民、地域団体、県は、県民に対し、インターネット、チラシ配

布、情報誌掲載等により、灘文化軸の情報を発信し、事業の普及・啓

発を図るとともに、各事業への参加者を募集。 

〔実行委員会〕 

地元の自治会、連合婦人会、まちづくり協議会、商店会やＮＰＯ団

体等と神戸県民局、灘区役所は、「灘文化軸・秋の大芸術祭実行委

員会」を結成し、芸術祭の実施に向けて企画、調整。 

〔芸術祭の開催〕 

地元の自治会、連合婦人会、まちづくり協議会、商店会やＮＰＯ団

体等と神戸県民局、灘区役所は、「灘文化軸・秋の大芸術祭」を開

催。 

〔シンポジウム〕 

地域住民、地域団体、県、灘区役所は、灘文化軸活性化による新

たなまちづくりに向けての機運醸成のため、参加者を募集し、シンポ

ジウムを開催。 

地域住民等による取り組み 

〔案内標識の設置〕 

地域団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟは、灘文化軸を生かしたまちづくりを進めるため、

まちの景観にふさわしい案内標識を設置。 

県は、こうした地元の活動を支援。 

〔イベント開催〕 

 秋の大芸術祭実行委員会メンバーを始めとする多くの市民が、
灘文化軸活性化を目指したイベントを開催。 
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 参画と協働の実施状況  

◇地域住民による活動の支援 

・「灘文化軸・秋の大芸術祭」の実施 
地域住民が灘文化軸の活性化に向けて行う、地域活性化イベント「灘文化軸・秋

の大芸術祭」を、地元住民、神戸県民局、灘区役所等による実行委員会を立ち上げ、

実施しました。参加者数は 6,000 人。 

（芸術祭での役割分担の状況） 

実行委員会 各種企画の提案、実施、市民への周知・啓発 

神戸県民局・ 

灘区役所 
普及・啓発の支援（パンフレット 6,000 部、ポスター250 部作成 等） 

 
◇灘文化軸を演出するまちの雰囲気づくり 
まちの文化的な雰囲気を醸成するため、秋の大芸術祭実行委員会の実施事業に対し

て支援を行いました。 
 
◇「灘文化軸まちづくりシンポジウム」の開催 
文化軸を生かしたまちづくりの機運醸成に資するため、地域団体、地域住民等の参

画により企画提案されたシンポジウムについて、神戸県民局が主催し、灘区役所の後

援によって実施しました。 
・日時 平成 15 年 11 月 24 日（土） 

・場所 原田の森ギャラリー 

・基調講演 「灘文化軸の風土と歴史」 田辺眞人（園田学園女子大学教授） 

・鼎談「文化の香り漂うまちづくりについて」 

   田辺眞人（園田学園女子大学教授） 

           越智裕二郎（県立美術館企画・学芸部門ﾏ ﾈ ｰ ｼ ﾞ ｬ ｰ）   

野崎瑠美（㈱遊空間工房取締役） 

     ・参加者  150 人（住民、団体・グループ、NPO 等） 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（取り組みの継続に向けた支援） 

地縁団体や地域づくり団体、経済団体、またＮＰＯなどの、目的も構成メンバーも異

なる様々な団体が、行政なども巻き込んで、「灘文化軸・秋の大芸術祭」や「灘文化軸

まちづくりシンポジウム」の開催など、「文化軸活性化」に向かって一体となった取り

組みがなされたことが非常に画期的でした。 

今後は、こうした活動のうねりを「灘文化軸・秋の大芸術祭実行委員会」の構成団体

だけではなく、次世代のまちづくりを担う若い世代も含めて、広く市民にも波及させる

ため、市民に対する効果的な情報提供等にも配慮していきます。 
また、住民主導による灘文化軸の取り組みが継続して行われるよう、支援内容に配慮

していきます。 
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○いなみ野ため池ﾐｭｰｼﾞｱﾑ創設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進（東播磨県民局） 

 事業概要  

東播磨地域には、県下で最大や最古のため池、絶滅の危ぐされる生き物が生息するため池など、

個性豊かなため池がたくさんあります。とりわけ、印南野台地のため池群は、日本有数のため池密

度を誇り、文化財としても大変価値が高いものです。これらのため池やそれを結ぶ水路は、自然景

観や伝統行事など固有の「ため池文化」を豊かに育むとともに、東播磨を特徴づける水辺空間を創

出しています。 

そこで、地域みんなが力をあわせて、ため池をはじめとした水辺空間をより素晴らしい姿で次代

へ引き継いでいくとともに、それを核に地域全体が“まるごと博物館”となる魅力あふれる地域づ

くりをめざす『いなみ野ため池ミュージアム』を実現すべく、多様な主体の参画と協働による創設

プロジェクトを多彩に展開しています。 

 

 参画と協働の方法  

「水辺の魅力・再発見リレーイベント～いなみ野ため池ミュージアムの創設をめざして～」の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

基本方針 

〔イベント等の実施〕 

多様な主体が、イベント等の企画・運営から実施まで積極的に参画。 

〔プロモーションイベント等の委託〕 

県、市町は、優秀な企画によるイベントを実施したい団体にそれを

実現する機会を提供。 

〔助成〕 

県、市町は、各種団体が、ため池等の魅力・イメージアップを図る

ために実施する実践活動に助成する制度を設置。 

実践活動 

〔結果報告〕 
 実施主体は、瓦版などを作成し、参加者はもとより、地域住民等に
その開催結果を周知。 
また、行政等は、広報媒体やホームページ、マスメディアを有効に
活用し、広く地域内外の人にその開催結果を周知。 

〔広報〕
実施主体となる団体、県、市町は、各イベントの企画段階から、自
治会や婦人会、老人会、こども会など、その舞台となるため池等に関
わる人々に参加を呼びかけ。 
 また、行政の広報媒体やホームページ、マスメディアなどを有効に
活用し、地域外の人々に広く周知。 

住民等の自立的・主体的な事業展開を促すメニューの用意 

行政はサポート役にまわり、その企画・運営はため池管理者や地域

住民、ＮＰＯなどが自立的・主体的に展開。 
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 参画と協働の実施状況  

◇いなみ野パールプロジェクト 

東播磨地域に生息するﾄﾞﾌﾞｶﾞｲによる淡水真珠〈いなみ野ﾊﾟｰﾙ〉づくりの可能性を探るもの

で、行政とため池管理者・地域住民が力をあわせて放流・ﾒﾝﾃﾅﾝｽを行いながら実証実験を続け

ています。 

・実施場所：西中下の池（加古川市）、阿弥陀新池（高砂市）、琴池新池（稲美町）、大池（播

磨町） 

 

◇「ため池協議会」の設置・運営支援 

ため池管理者や地域住民が、各ため池などの維持管理・利活用に主体的・自律的に取り組ん

でいくための組織である『ため池協議会』を設置・運営するため、瓦版づくり、ｱﾝｹｰﾄ、地域

集会、研修会、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、ｲﾍﾞﾝﾄなどの取り組みを地域主導・住民主役で展開しています。 

・ため池協議会設立：釜谷池（明石市）、野田池（加古川市）、峠池（加古川市）、寺田池×

２（加古川市）、神野地区（加古川市）、堂池（高砂市）、阿弥陀新池

（高砂市）、天満大池（稲美町）、内ヶ池（稲美町）、和田新池（稲美

町）、北池（播磨町） 

 

◇講座『いなみ野ため池学』の開催 

ミュージアムに関連する各分野での専門的人材の発掘・育成を図るため、水辺を生かしたま

ちづくり講座を兵庫大学の正規カリキュラムとして開設しました。 

・開設場所：兵庫大学 

   ・内 容：座学11回、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ１回     

   ・参加者：一般聴講生87名(高校生14名)、 

兵庫大学生66名 

計 153名（修了者：74名〉 

 

           

 

 

 

 

◇水辺の魅力・再発見リレーイベント～いなみ野ため池ミュージアムの創設をめざして～の開催 

ため池などの水辺空間を地域みんなで守り育てていく機運を高めるとともに、『いなみ野た

め池ﾐｭｰｼﾞｱﾑ』創設に向けた活動の輪を大きく広げていくため、毎週末に東播磨地域のどこか

の水辺空間において地域主導・住民主役の個性的なイベントを開催しました。 

・実施回数：68回（うちｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 24回） 

  ・開催場所：603のため池を中心とした東播磨地域の水辺空間 

  ・参加者数：約10,000人 

講座「いなみ野ため池学」受講者（一般聴講生）
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     （地域別開催状況）             （内容別実施状況） 

イベント数
ｸﾘｰﾝｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ数

明石市 8 8 16

加古川市 20 5 25

高砂市 5 3 8

稲美町 8 5 13

播磨町 6 3 9

神戸市 2 0 2

合計 49 24 73

地　　域 合　計
箇　　所　　数

 
（※複数市町で同時開催した場合は、重複して計上） 

 
 

地域の水辺空間を活用した多様な活動を“地域主導・住民主役”で行うことにより、地域の

ため池等の価値や魅力を再発見し、地域への愛着や誇りが生まれつつあるとともに、伝統文化

の継承と新しい文化の創造ができています。また、地域住民の郷土意識や連帯意識の高揚によ

り、地域の活力をうみだすことにつながっています。 

東播磨地域のみならず、隣接する地域、県内各地・他府県の住民の参加も多く、地場産業振

興や観光客誘致など経済的波及効果がみられます。 

また、マスメディアに頻繁に取りあげられ、地域の知名度・イメージアップに貢献していま

す。近隣府県からの視察も多く、地域づくりの取り組み例として注目されています。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（持続的発展可能な活動のための支援） 

今回のプロジェクトをきっかけとして、個々のため池における「協議会」に象徴されるよ

うに、地域のため池を次代によりすばらしい姿で引き継いでいこうとする団体や、水辺の保

全・活用に係る研究や実践活動を広域的に繰り広げていこうとするグループが生まれたり、

清掃活動や花壇づくりなど、魅力ある地域づくりをめざす取り組みが始まった地域も数多く

あります。地域全体ではミュージアム創設の機運がおおいに高まっていますが、地域によっ

て熟度の差が見られます。 

このような状況を踏まえ、多様な主体のネットワーク化を図り、いなみ野ため池ミュージ

アム創設の地域の中心的な役割を担うグループが自律的・主体的に活動を展開できるよう、

住民主役・地域主導かつ、持続的発展可能な運営組織づくりと、それを担う人材の育成に、

今後も力を注いでいきます。 
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○ 「JR 播但線」列車通学生徒のマナーアップ運動の展開（中播磨県民局） 

        

 事業概要  

 ＪＲ播但線を利用して通学する生徒の乗車マナーの向上を目的に、平成 14 年から特別

対策として、西播磨列車通学生徒指導連絡協議会にマナーアップ指導員を配置し、青少年

補導委員をはじめ、関係機関・団体の協力を得て、登校日のすべてを対象に、姫路駅から

寺前駅の間の乗車指導を実施しています。 

   
 参画と協働の方法  

中播磨地域における列車通学生徒の指導に関係する団体で構成された「西播磨列車通学

生徒指導連絡協議会」を中心に、補導センター、ＪＲ、県民局、教育事務所、少年サポー

トセンター等の関係機関の職員のほか、沿線の各高等学校及び中播磨管内の生徒指導担当

教諭により実施しました。 
 また、青少年補導委員をはじめとする地域住民の参加を得るとともに、必要に応じて鉄

道警察隊、福崎警察署の協力も得ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡協議会の設置 

〔西播磨列車通学生徒指導連絡協議会〕 

中播磨地域の列車通学生徒の指導に関係する団体（補導センタ

ー、ＪＲ、県民局、教育事務所等）で構成された「西播磨列車通

学生徒指導連絡協議会」において、播但線の列車通学生徒のマナ

ー向上対策について協議。 

列車通学生徒への乗車マナー指導 

〔関係団体による指導〕 

「西播磨列車通学生徒指導連絡協議会」を中心に、補導セン

ター、ＪＲ、県民局、教育事務所、少年サポートセンター等の

関係機関の職員、沿線の各高等学校、中播磨管内の生徒指導担

当教諭が、列車通学の高校生への声かけなど、乗車指導を実施。 

〔青少年補導委員等の参加〕 

青少年補導委員や青少年育成にかかわるボランティアなどの

地域住民が、列車通学の高校生への声かけなど、乗車指導を実

施。 

〔警察署等の協力〕 

必要に応じ、鉄道警察隊、福崎警察署が、補導活動などを実

施。 

〔マナーアップ指導員〕 

連絡協議会に、マナーアップ指導員（少年事件等の経験のあ

る警察官ＯＢから選任）を配置。 
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 参画と協働の実施状況  

  一般乗客から、ＪＲ、沿線高校等に対する苦情が集中した状況や沿線自治体等関係機

関からの要望を受けて特別対策として実施しました。 

 

年度 活 動 日 数

（延べ） 

従事者数（延べ） 指導内容 

７５３人 H14 年度 

(10 月～) 

 

９１日 

 

 
 

 

･ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ指導員:211 人

･その他:542 人 

・指導(声かけ)人数   787 人

・補導(喫煙)人数    10 人

 

１，７９８人 H15 年度 

 

 

２２７日 

 

 
 

 

･ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ指導員:674 人

･その他:1,124 人 

・指導(声かけ)人数 1,741 人 

・補導(喫煙)人数    11 人

 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（主体的な活動としての展開） 

乗車券の不提示など業務妨害行為、喫煙等の不良行為、車内での迷惑行為（座席占

拠、通路妨害、空き缶等のポイ捨て、携帯電話の使用等）が著しく改善され、沿線自

治体やＪＲから高い評価を得ています。特に、ＪＲからはマナーアップ指導員に対し、

感謝状の贈呈がなされました。また、沿線の高等学校からは、生徒の校内における生

活態度にも好影響が見られるとの評価がありました。 
今後とも、この状況を維持するため、引き続き関係機関の連携による生徒指導に取

り組むとともに、補導委員等を中心とした日常的な活動、一般乗客等の声かけなど地

域住民による主体的な活動としての展開をめざします。 
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○コウノトリと共生する地域づくりの推進（但馬県民局） 

 
 事業概要  
  昭和 46年に、国内の野生コウノトリが但馬地域を最後に絶滅して以来、30余年が経過する
中、県立コウノトリの郷公園を中心とした保護増殖の取り組みにより平成 16年 4月現在 112
羽を数えるに至っています。 
 このような状況下、兵庫県では平成 17年度からの試験放鳥に始まるコウノトリの野生復帰
に向け、平成 15年 3月に「コウノトリ野生復帰推進計画」を策定しました。 
 平成 15年 7月には、この計画の具体の推進に向けて、住民、関係団体、学識者、国・県・
市町の行政で組織する「コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」を設置し、野生復帰計画の基本

的考え方である「コウノトリと共生できる環境が人にとっても安全で安心できる豊かな環境で

ある」との認識に立ち、地域づくりを推進します。 
 
 参画と協働の方法  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

連絡協議会の設置 

〔コウノトリ野生復帰推進連絡協議会〕 
住民、関係団体、学識者、行政で組織する「コウノトリ野生復帰
推進連絡協議会」を設置し、野生復帰関連事業の連携や方策の検討
などについて協議。 

〔学習〕〔ボランティア〕〔各種実践活動〕 

地域住民、ＮＰＯ、地域団体等が、環境創造型農業や地域の美

化・美しい景観形成をめざした実践活動、里山林整備などのボラ

ンタリー活動、環境学習の機会の提供、環境にやさしい消費生活

にかかるキャンペーンなど、主体的な取り組みを展開。 

実践的な取り組み 

普及啓発 

〔広報〕 

県は、ホームページ、広報誌等を活用して、事業の趣旨・目的、

活動内容等について広く広報し、県民の参画・協働を呼びかけ。 

〔活動状況の報告〕 
県は、毎年、関係団体の具体的事業・活動を取りまとめ、公表。 
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 参画と協働の実施状況  
◇コウノトリ野生復帰推進連絡協議会の設置及び開催状況 

・住民、関係団体、学識者、行政で組織する「コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」を設置

し、野生復帰関連事業の連携や方策の検討などについて官民協働による事業の総合的な推

進を図っています。 
時期 内容 

平成 15年７月 
 

「コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」設置 
「第１回コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」開催 

平成 16年３月 「第２回コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」開催 

・ コウノトリの野生復帰の取り組みに、より県民の理解を得るため、「コウノトリ野生復帰

推進連絡協議会」を公開し、議事概要をホームページに掲載しています。 
このことにより、活動の浸透がみられたり、自主的な取り組み団体が増加するなど、コ

ウノトリの野生復帰の取り組みへの県民の理解が高まっています。 
・ 関係団体の具体的事業・活動を年次別に取りまとめた「コウノトリ野生復帰推進事業・

活動一覧」を作成し、住民の参画と協働によるコウノトリと共生する地域づくりの普及

啓発に努めています。 
小中学校での学習教材のテーマとして、コウノトリと共生する地域づくりが取り上げら

れるなど、この作成による普及啓発の効果もみられます。 
 
◇住民参加による具体的な取り組み 

  内容 実施時期、

実施回数 
参加者数 

転作田のビオト

ープ※化・常時湛

水稲作等環境創

造型農業の推進 

野生復帰を推進する上で大きな課題は、餌場の

確保である。農家の理解と協力を得て、転作田

のビオトープ化や常時湛水稲作、有機栽培農法

等の環境創造型農業の促進を図り田園の餌場

としての機能を確保している。 

H15 
 7.9ha 

 
    94人 

ボランティアに

よる里山林整備 
かつてのコウノトリの営巣地において営巣木

を再生するため、森林ボランティアによる林間

歩道・松林等を整備している。 

H15 5回   177人 

花いっぱい事業 コウノトリの郷公園周辺の地域住民が主体と

なって「花のあるまちづくり」を進め美しい風

景、生活環境の整備を図っている。 

H14  1 地区 
H15  4 地区 

    23人 
  156人 

クリーン但馬５

万人大作戦 
地域住民がより一層クリーンなまちづくりつ

いて意識を高め、但馬をアメニテイに富んだ地

域とするため、毎年、但馬全域の住民が参加す

る美化活動「クリーン但馬５万人大作戦」を実

施している。 

H11  31 日 
H12  35日 
H13  32 日 
H14  41 日 
H15  36 日 

H11  56 千人 
H12  57 千人 
H13  57 千人 
H14  56 千人 
H15 69 千人 

田んぼの学校等 ＮＰＯのコウノトリ市民研究所では、生き物調

査を通じて子供たちの環境に対する意識を高

め、自分たちの生活環境を見直す、田んぼの学

校等を実施している。 

H10   4 回 
H11   6 回 
H12   8 回 
H13  10 回 
H14  12 回 
H15  12 回 

H10  300 人 
H11  400 人 
H12  600 人 
H13  800 人 
H14  1000 人 
H15  1000 人 



 - 51 -

環境にやさしい

消費生活の促進 
但馬地区消費者団体連絡協議会では、「環境に

やさしい消費生活」を推進するため買い物袋持

参運動をはじめとする「環境にやさしい買い物

運動キャンペーン」を実施している。 

H13   5 回 
H14   5 回 
H15  5 回 

H13 1092人 
H14   935 人 
H15  1134 人 

    ※ビオト－プ：水辺や草地などで構成される、多様な生物が生息可能な空間のこと。 
 
これら住民による取り組みの参加者数は、年々増加しており、住民との参画と協働による事

業展開は着実に進んでいます。 
 
 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
（多様な活動への支援） 

「環境創造型農業の実践」「ボランティアによる里山林整備」「花いっぱい事業」「クリー

ン但馬５万人大作戦」「田んぼの学校」「環境にやさしい買い物運動キャンペーン」をはじめ、

住民の多様な取り組みに対応するため、今後、主体的活動への支援の方法を調査、検討して

いきます。 
また、平成 17年度の試験放鳥に始まるコウノトリ野生復帰に向けた取り組みを地域住民

と行政が一体となって進めているところですが、これらの取り組みの一層の推進のため、地

域内外の人々の理解と参加を求める「コウノトリファンクラブ」を設立し、会員の野生復帰

事業への参加や事業に対する提案・意見の聞き取りを行います。 
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○あわじ菜の花エコプロジェクトの推進（淡路県民局） 

 

 事業概要  
淡路花博の開催により形成された「花と緑の島」としてのイメージのもと、休耕田や棚田等

に菜の花を栽培し、観光資源として活用したうえで、菜の花から菜種油を精製して特産物とす

るとともに、廃食用油を回収してバイオ・ディーゼル燃料(ＢＤＦ)等に再生利用することによ
り、公共水域の保全、大気汚染防止、地球温暖化防止に取り組み、「資源循環型淡路島づくり」

の実現をめざします。 
 
 参画と協働の方法  

（各主体の役割分担と推進計画の概要） 

あわじ菜の花エコプロジェクトは、淡路地域ビジョン推進プログラムにおいて、県民行動

プログラムと行政推進プログラムの両方に位置づけられており、住民主導の推進体制のもと、

県民、行政など多様な主体が次のような役割分担により、地域が一体となって取り組んでい

ます。 
 

 
 

区分 平成１５年度まで 平成１６年度以降 

県民 
・菜の花栽培・収穫 
・菜種の搾油 
・廃食用油回収への協力 

・菜の花栽培・収穫 
・菜種の搾油 
・廃食用油回収への協力 

市町 

・廃食用油回収システムの構築・実施 
・ＢＤＦ精製機設置（東浦町、五色町：

各１基）） 
・ＢＤＦ生産(精製機運用)と公用車等へ
の利用  

・廃食用油回収システムの構築・実施 
・ＢＤＦ生産(精製機運用)と公用車等への
利用 
・2005全国菜の花サミット開催 
 

行 
 
 
政 

県 

・推進会議設置・運営（地域ビジョン委

員会、関係団体、地域団体、県、市町

等） 
・ＢＤＦ精製機設置補助（２基） 
・普及啓発（ﾌｫｰﾗﾑ開催、ﾏｯﾌﾟ作成等） 
 

・推進会議の運営 
・2005全国菜の花サミット開催支援 
（菜の花植栽面積の拡大促進、沿道への

植栽支援等を含む。） 
・普及啓発 
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    （具体的な手法） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

プロジェクトの推進 

〔あわじ菜の花エコプロジェクト推進会議の設置･運営〕 
淡路地域ビジョン委員会、緑花活動団体、地域団体、市町、県民

局などで構成する推進会議を平成 14年９月に設置し、淡路全島で
プロジェクトを展開するための情報交換・連絡調整を実施。 

〔廃食用油の回収・BDF の生産〕 

県民は廃食用油の分別回収に協力。 

市町は、廃食用油回収システムを構築･実施するとともに、回収した廃

食用油から BDF を生産し、公用車等の燃料として利用。 

県民局等は、地球環境保全のために廃食用油を回収して資源化する

ことの必要性を啓発。 

〔普及・啓発〕 

県民局等は、県民フォーラムの開催や啓発資料を作成・配布。 

〔菜の花の栽培（植栽面積の拡大）〕〔情報提供〕 

県民（緑花活動団体､地域団体等）は､プロジェクト推進のため､菜の

花の植栽活動を実施。 

県民局等は、菜の花植栽が可能な休耕田等の情報提供を行うととも

に、種子等の資材を提供するほか、菜の花植栽が行われた個所につい

て「あわじ菜の花マップ」を作成し、広く県民に PR。 

住民と行政が一体となって取り組むための体制の確立 

基盤整備 

プロジェクト推進のための基盤整備については、市町・県民局が

協力して実施（例：ＢＤＦ精製装置の導入）。 

〔交流会〕 

平成１７年３月には「２００５全国菜の花サミット in あわじ」を開催し、地

域の取り組みを全国に発信するとともに、全国各地で菜の花プロジェクト

に取り組む方々との交流を図り、あわせて阪神・淡路大震災１０周年記念

事業として全国各地からいただいたご支援や励ましへの感謝を表明。 
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 参画と協働の実施状況  

項 目 平成１４年度 平成１５年度 
推進体制 ①推進会議の設置・運営 

②ＢＤＦ精製装置導入 
五色町１基、東浦町１基 
 （県の補助率１／２） 

推進会議の運営 

菜の花栽培 種子を花づくりグループに配布し、植栽面積の拡大を図った。（下表参照） 

花づくり 
グループ数 

631グループ（7,587人） 706グループ（8,578人） 

廃食用油の

回収 
BDFの生産 

 五色町 
（廃食用油） 
公共施設等から毎月 100～200㍑回収。 
平成15年12月からは都志地区において 
家庭からも回収を開始。 
（ＢＤＦ）平成 15 年４月以降月に１～２回

程度生産し、公用車に使用。 
東浦町 
（廃食用油） 

4 月～5 月はモデル町内会で、6 月から
は全町において廃食用油を分別回収品目

に加え、毎月 200～300㍑回収。 
その他、事業所等から毎月 300～500㍑
持ち込みがある。 
（ＢＤＦ）平成 15 年７月以降月に４～５回

程度生産し、公用車に使用。 
普及・啓発 あわじ菜の花フォーラムの開催 

・平成 14年 12月１日  
・淡路夢舞台国際会議場  
・先進地の事例紹介と淡路における

取り組み発表。参加者 280人。 
・プロジェクト啓発パンフレットの

作成・配布 

あわじ菜の花フォーラムの開催 
・平成 16年３月 28日  
・ウェルネスパーク五色 
・満開の菜の花の中、パネルディスカッショ

ンのほか、地元でとれた菜種油で揚げた天

ぷら試食等のイベントを通じてプロジェ

クトを紹介した。参加者 8,000人。 
・あわじ菜の花マップの作成・配布 

   
東浦町と五色町では、モデル地域として、県民が主体的に取り組み、家庭の排水口から流さ

れたり焼却処分されたりしていた廃食用油の回収が実現しました。その廃食用油を精製したＢ

ＤＦを公用車等に利用することに成功し、廃棄物として経費をかけて処理していたものが、資

源として活用できる事例を提示できたことなど、資源循環型淡路島づくりに向け、具体的な取

り組みが実現した意義は非常に大きいものがあります。 
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花づくりグループ等を中心とした取り組みにより、菜の花植栽面積は着実に増加してい

ます。 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（活動の普及啓発） 
フォーラムや県民局の各種イベント等におけるＰＲを通じてプロジェクトの認知度は

徐々に高まってきています。今後とも、地域での認知度をさらに高め、全島的な取り組みと

していくため、一層の普及啓発に取り組むとともに、環境教育・環境学習推進の観点からも、

学校で菜の花の栽培や廃食用油の回収を行うなど、プロジェクトの一層の広がり、若い世代

の参加の促進に向けた取り組みも検討していきます。 
また、「全国菜の花サミット」の誘致が実現するなど、全国的にも認知度が高まっていま

す。そこで、地域が一体となって「2005 全国菜の花サミット in あわじ」（平成 17 年 3 月
開催予定）の開催準備（支援）を着実に進めます。 

（住民主導で継続できる推進体制の構築） 

休耕田等への植栽から菜種の採取、菜種油の搾油とその利用という方向で展開するため、

住民の参画を得ながら、菜の花植栽面積の一層の拡大を図るとともに、菜種からの搾油とそ

の利用等の「採油」システムの構築を図ります。また、東浦町、五色町のモデル事業の成果

を踏まえ、島内の全市町において廃食用油の分別回収が実現するように取り組みを進めてい

きます。これらを通じて、住民主導で恒久的に継続していくことのできる推進体制の構築に

取り組んでいきます。 
   

 

◇花づくりｸﾞﾙｰﾌﾟ等による菜の花の植栽面積  （単位：a） 

 平成１５年春開花（平成１４年秋播種）分 平成１６年春開花（平成１５年秋播種）分 

 市町 切り花 生食 採油 景観形成 合計 切り花 生食 採油 景観形成 合計 

洲本市 30       30 30       30 

津名町 1,000       1,000 1,000       1,000 

淡路町     10   10       10 10 

北淡町       50 50       50 50 

一宮町     350   350     366   366 

五色町     200 500 700   80 200 500 780 

東浦町 300     600 900 586     650 1,236 

緑町   63     63     30 10 40 

西淡町       100 100       40 40 

三原町         0         0 

南淡町         0         0 

合計 1,330 63 560 1,250 3,203 1,616 80 596 1,260 3,552 
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  ○ひょうごボランタリープラザの充実（県民政策部） 

 事業概要  
    県民ボランタリー活動を支援・促進する全県的なネットワーク拠点として、開かれた、

見える、柔らかい運営を基本的な考え方として、①交流ネットワーク、②情報の提供・相

談③人材養成④活動資金支援⑤調査研究を実施する「ひょうごボランタリープラザ」の効

果的な運営を行います。 
    なお、運営にあたっては、団体・NPOや県民が主体的に参画できるようにするため、

市町の社会福祉協議会ボランティアセンターや地域の基盤的団体とのネットワークを有

している兵庫県社会福祉協議会に運営を委託するとともに、ひょうごボランタリー基金を

同協議会に設置し、県民ボランタリー活動の基盤的・総合的支援を展開します。 
 
    参画と協働の方法  

     ひょうごボランタリープラザは、参画と協働を進めるための多彩な事業を展開してい

ますが、運営の基本的な枠組みについても、次のようにプロセスを重視しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

意見交換の促進 

事業内容の広報 

実行委員会・運営委員会・審査委員会の開催 

〔運営協議会〕 

 ひょうごボランタリープラザの運営を、幅広い県民の参画を得な

がら円滑に行うため、団体・NPO、学識経験者、地域代表、行政
関係者からなる運営協議会・幹事会を設置し、審議。 

〔実行委員会・運営委員会による方針の決定や事業実施、審査委

員会による助成審査〕 

 ひょうごボランタリープラザは、団体・ＮＰＯ、学識経験者、

行政関係者等により実行委員会等を組織し、幅広い意見を採り入

れて事業を実施（ひょうごボランタリー活動メッセ、ＮＰＯ大学

事業等）。 

 行政・ＮＰＯ協働事業助成については、審査委員会を設置し、

開かれた審査を実施。   
 

〔協議〕 

 ひょうごボランタリープラザは、NPO 等と様々な地域課題の解決

に取り組めるよう、NPO 等が出席する協働会議を開催し、課題の協

議・情報交換。 

〔広報〕 
 ひょうごボランタリープラザは、各事業への県民の参画と協働を

求めるため、各種メディアを活用して、事業内容を広く情報発信。 

運営方針の協議 
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 参画と協働の実施状況  

◇ボランタリープラザへの来所者数 

  ボランタリープラザの来場者数は増加しており、活動・交流の場として活用がなされてい

ます。 

 来所者数 月平均来所者数

（対前年比） 
うち交流サロ

ン利用者数 
月平均利用者数 
（対前年比） 

平成 14年度（6月～3月） 10,580人 1,058人  6,634人 663人 
平成 15年度 18,370人 1,531人 

（1.45倍） 
 9,613人 801人 

(1.21倍) 
 
◇運営協議会の開催状況 
運営協議会及び幹事会を開催して、プラザの運営方針、事業計画、予算、決算等、プラザ

の事業・運営に関する基本事項や個別事業について協議し、団体・NPO、学識経験者、地
域代表等の意見を反映して機動的な対応を行いました。 
 運営協議会 運営協議会幹事会 
役割 事業計画の企画及び事業の執行等を協

議。 
個別事業及び個別課題に対して、柔軟かつ機

動的に協議。 
委員構成 団体・NPO関係者、学識経験者、地域

代表、行政など２３名で構成 
団体・NPO 関係者、学識経験者、マスコミ
関係者、行政など８名で構成 

開催回数 １回 ５回 
主な協議

内容 
・ボランタリープラザの事業計画及び事

業の執行に関することを協議。    

・ひょうごボランタリー基金の今後の助成

方針等の個別課題等について協議。 
 
 
◇広報の状況 

  団体・ＮＰＯ等はもとより、地域の支援拠点としての市区町ボランティアセンター、地域

生活創造情報プラザ（文化会館等）や中間支援組織の活動を応援するため、情報誌等による

きめ細かな情報提供を行いました。 
   ・地域づくり活動情報システム「コラボネット」の運用   活動登録件数 1,622件 
                               団体登録件数 2,354件 
   ・ボランタリー活動情報誌「コラボレーション」の発行   年６回 各１万部発行 
  
◇市町ボランティアセンターとの連携 

    地域におけるボランタリー活動のさらなる活性化を図るため、県民ボランタリー活動を支

援・促進する全県的な支援ネットワーク拠点である「ひょうごボランタリープラザ」と市

町単位での支援拠点である「市区町社会福祉協議会ボランティアセンター」との連携を進

めています。 
        ・情報の共有化 

市区郡町社会福祉協議会ボランティアセンターとの連絡会議を平成１５年の４月と

８月に開催するとともに、県内社会福祉協議会ボランティアセンターとメーリングリス

ト（VC ネット）を開設し、ボランティアセンターとの情報の共有化を図りました。 

・市町ボランティアコーディネーター研修 

ボランティアコーディネーターのエンパワーメントを図るため、コープ神戸と協働

で専門技術・知識を習得する研修会を実施しました。 

 

 ◇ＮＰＯ専門相談(法律、会計・財務)の実施 

ＮＰＯの運営に関する法律や会計・財務などの諸問題に対し、弁護士・公認会計士によ

る専門的な対応が可能な相談窓口を設置しました。 
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  ・法律相談    原則として毎月第１土曜日   実施件数 ５件 
 ・会計・財務相談 原則として毎月第３土曜日   実施件数 ９件 

 
◇調査研究事業の実施 

ボランタリー活動に関する課題や支援方策等について、毎年テーマを設定し、調査研究

を行う「団体・ＮＰＯ等活性化調査・研究事業」を実施しました。 

 ・中間支援組織に関する調査研究 
中間支援組織の機能強化を図る方策等について、中間支援組織とも連携しながら調

査・研究を行いました。  

・ボランティアセンター基盤強化に関する研究事業 

 市町社会福祉協議会ボランティアセンターとの機能分担、協働等について、同協議会ボ

ランティアコーディネーター、関係団体、学識経験者、行政による検討委員会を設置

し、検討を行いました。 
・ひょうごボランタリー白書発行事業 

     県内の特定非営利活動法人を対象に、活動実態、運営状況等について、現状分析を行
いました。 

 

 ◇地域づくり活動の登録制度の創設・運用（10 ページ参照） 

 

◇ひょうごボランタリー基金、阪神・淡路大震災復興基金による助成（55 ページ参照） 

 

◇ＮＰＯ大学事業の実施（58 ページ参照） 

 

 ◇ＮＰＯと行政の協働会議の開催（60 ページ参照） 

 

◇ひょうごボランタリー活動メッセ（62 ページ参照） 
  
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  
（全県ネットワークセンターとしての機能強化） 

全県的ネットワークセンターとしての機能を強化するため、地域生活創造情報プラザ

（文化会館等）などの県関係機関や市町社協ボランティアセンター等の広範な機関とよ

り一層連携を密にし、協力して支援策を充実していきます。 

特に、全県的ネットワークセンターとして、情報発信・調査研究機能、活動資金支援

機能の充実をめざします。 

（活動・交流拠点機能の充実） 

ボランタリーセクターの形成をさらに支援するため、団体・グループ、NPO、企業、
学識経験者等と協働しながら、ボランタリー活動の充実を支えるしくみづくりに取り組

んでいきます。 
また、地域、世代、活動分野を超えた交流会の開催などを通じて、団体・グループ、

ＮＰＯ等の多様なネットワーク化によるボランタリー活動の広がり、深まりを支援しま

す。 
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  ○ひょうごボランタリー基金、阪神・淡路大震災復興基金による助成（県民政策部） 

 

 事業概要  
    県民ボランタリー活動の支援強化を図るため、県社会福祉協議会に平成 14年 4月に創

設したひょうごボランタリー基金を活用し、ボランティアグループへの活動助成を行いま

す。 
    また、阪神・淡路大震災復興基金については、平成７年度から被災者の生活や自立を支

援するボランタリー活動団体への助成を実施しています。 
 
    参画と協働の方法  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  参画と協働の実施状況  

 

◇ひょうごボランタリー基金事業の概要 

  ・ボランティアグループ活動助成 

       ボランティアグループの安定的かつ継続的な振興を図るため、ボランタリー活動を行う

グループ及び団体等に対し、助成しています。 

        ・１グループ及び団体に対し、３０，０００円を助成 

・ 件数 ９７５件（２９，２５０千円） 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

助成内容の広報 

助成対象の審査 

〔意見・要望等の把握〕 

 ボランタリー基金による支援のあり方等について、ＮＰＯ等の意

見を反映させるため、ひょうごボランタリープラザ運営協議会、Ｎ

ＰＯと行政の協議会議等の場で協議。 

〔審査委員会等による助成審査〕 

 行政・ＮＰＯ協働助成については、ＮＰＯ関係の専門家、学識

経験者、行政関係者等により審査委員会を設置し、開かれた審査

を実施している。 

復興基金ボランティア活動助成等については、市区町ボランテ

ィアセンターを経由した受付を行っており、地域の支援拠点と連

携した審査を行っている。 

〔広報〕 
 助成制度については、ひょうごボランタリープラザの情報紙（コ

ラボレーション）、コラボネット、募集リーフレット、各種メディ

アを活用して、広く情報発信。 

助成方針の協議 
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・ボランティア活動振興助成 

   ボランタリー活動を行う団体等の健全な発展を促進するとともに、県民のボランタリー活

動への意識の高揚を図ることを目的に、団体等の事業に対して助成しています。 

    ・１件あたり、原則３００，０００円を限度に助成 

・ 件数 １６件（４，２７８千円） 

 

・行政・ＮＰＯ協働事業助成（復興基金と併用） 

ＮＰＯが企画した行政との協働事業を進めるために、第１年次に事業企画を提案し、第２

年次に NPOが行政の協力を得て事業化計画を立案し、第３年次で事業を軌道にのせる３段
階の助成プログラムで実施しています。 

 
区 分  第１年次 第２年次 第３年次 

助成対象と

なる活動 

地域の課題解決や活性

化を目的に、ＮＰＯと行

政とが協働して取り組

む事業の提案作成活動 

第１年次に作成した提

案の事業化に向けた具

体的計画策定活動 

第２年次に策定した計

画に基づくＮＰＯによ

る協働事業の実施 

助成金額 ３０万円以内 ６０万円以内 １００万円以内 

助成件数 13 件 10 件 － 

 
   ・ＮＰＯパワーアップ助成（復興基金と併用） 

     ＮＰＯの組織としてのマネジメント能力を高め、ＮＰＯ全体の社会的信用を高めることを

奨励するため①IT 活用による情報公開②定期的な機関紙、情報紙の発行③セミナー、        

講演会等の開催を通じた団体ミッションの普及啓発事業の実施④役職員のスキルアップのた

めの研修会等への参加⑤団体のマネジメント能力向上のための体制整備－の特定の項目の要

件を満たす場合に助成しています。 

      ・１項目５万円（各項目１回限り、３項目以上の規準を満たした段階で申請） 

      ・件数 ５４件（２，７００千円） 

 

◇阪神・淡路大震災復興基金事業（災害復興ボランティア活動補助）の概要 

阪神・淡路大震災の被災者の生活及び自立を支援するボランタリー活動を行うグループ・団

体に対して助成しています。 

・一般経費助成（活動を行うに必要な経費） 

・１グループ・団体に対し、３０，０００円～１００，０００円 

・件数 １，４４７件（９６，７５２千円） 

 

 ・特別活動経費助成（事業を行うために必要な経費） 

     ・１事業あたり１５０，０００円以内（年間２回を限度） 

     ・件数 ４７件（６，３３３千円） 

 

 

 ・事務所借上経費助成（活動を行うために利用する事務所の借上経費の一部に対する補助） 

     ５００，０００円以内（借上経費の１／２） 

     ・件数 ３４件（１０，６９７千円） 
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 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

 

（復興基金終了後に備えた助成制度の見直し、充実） 

 平成 17 年 3 月には、復興基金の事業終了が予定されています。 

 これを契機として、ひょうごボランタリー基金については、広域性の高いニーズや全県で共通

に取り組むべき地域課題等への対応を基本として、必要な見直しを行い、グループ、団体、ＮＰ

Ｏ等が行う幅広い分野での県民ボランタリー活動のより一層の促進と地域福祉の向上につなが

るよう充実を図ります。  
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  ○ＮＰＯ大学事業の実施（県民政策部） 

 事業概要  
  NPOなど、ボランタリー活動を行う団体の運営基盤の確立を支援するため、組織運営、
人材活用、資金調達などに関して、専門性の高い知識や技術等を習得する講座を、NPO・
行政等で構成する運営委員会方式により実施します。 

 
    参画と協働の方法  

     学識経験者、ＮＰＯ、行政関係者等で構成される運営委員会方式で事業を実施してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 参画と協働の実施方法  

 
◇ＮＰＯトライアルコース、ＮＰＯマネジメントコース、ＮＰＯガバナンスコースの３コースで実施。 

  （ＮＰＯトライアルコース） 
   ＮＰＯで活動を始めて間もない方、これから活動に参画しようとしている方を対象に、ＮＰＯの

役割や内容の理解を深め、実践活動の広がりを深めます。  
  （ＮＰＯマネジメントコース） 
    ＮＰＯでの実務経験が２年以上のスタッフ又は常勤の実務経験者を対象に、ＮＰＯの基盤を確立す

るために必要な知識を学びます。 
  （ＮＰＯガバナンスコース） 
   マネジメントコース修了者又はこれに準ずる方（団体代表者等）を対象に、ＮＰＯの適正な経営

と健全な発展を学びます。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

    

    

実践的な取り組み 

事業の広報・募集 

開講 

〔運営委員会の開催〕 

 ＮＰＯ大学事業の企画・運営を、幅広い県民の参画を得て、各分

野のノウハウと経験を生かして効果的に行うため、NPO、学識経
験者、行政関係者からなる運営委員会を設置し、実施。 

〔ＮＰＯ大学の開講〕 

 ＮＰＯ等の活動を支える専門性の高い人材を養成するため、現

地研修やワークショップ等を取り入れた実践的な講座を実施 

〔実践活動〕 

 講座の成果をいかして実践的な取り組みを展開し、ＮＰＯ等の

ボランタリー活動基盤の確立に寄与。 

〔広報・募集〕 
 ひょうごボランタリープラザの情報紙（コラボレーション）、コ

ラボネット、募集リーフレット、各種メディアを活用して、事業内

容を広く情報発信。   

事業の企画・実施 
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◇ＮＰＯ大学事業の応募・受講状況 
   NPOトライアルコース NPOマネジメントコース NPOガバナンスコース 
 応募数 受講者数 応募数 受講者数 応募数 受講者数 
H14年度 ４４人  ４０人 ４１人 ３０人 ４６人  ２０人 
H15年度 ５４人  ４０人 ３６人 ３０人 ２４人  ２０人 

 
・ 毎年、定員以上の応募者があり、受講者や修了者から講義内容についても好評を得て

おり、人材養成のひとつとして効果をあげています。 
・ ＮＰＯトライアルコースについては、平成１４年度からＮＰＯ向け講座の少ない神戸

市以外の地域で実施し、中間支援組織等の実施する講座とのすみ分けを図っている。 
 
 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（ＮＰＯ等の基盤強化） 
ＮＰＯ大学事業の受講者数は平成９年度の開講以来、延べ５８７名に達しており、ＮＰＯ

法人の実務経験者や役員等が受講するなど、人材面での基盤強化に役立っています。今後

とも現地研修やワークショップ等を取り入れた、実践的な講座を実施し、内容のさらなる

充実を図ります。 
（他講座との連携） 
中間支援組織等で実施している初心者向けのＮＰＯ講座との分野調整を図るとともに、

PR面については協力して制度を周知させるなど、事業実施面で連携を図っていく。  
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  ○ＮＰＯと行政の協働会議の開催（県民政策部） 

 事業概要  

    平成９年７月に被災地におけるＮＰＯ等と行政の関係者が、地域課題への対応について、

意見交換する場として「生活復興ラウンドテーブル」を設置しました。平成１１年６月に

は、これを拡充し「ＮＰＯと行政の生活復興会議」とし、全体会、ＮＰＯ部会の設置等の

現在の枠組みを整えました。平成１３年１０月からは、被災地のみでなく、全県的な視点

にたった「ＮＰＯと行政の協働会議」として開催しています。 

この会議は、ＮＰＯと行政と協働して、福祉、子育て、環境、まちづくり等の様々な地

域課題に取り組めるよう、対等の立場で定期的に協議・情報交換を行う、先駆的なしくみ

として実施・運営しているものです。 

     

 参画と協働の方法  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

    

意見交換の促進 

ＮＰＯ幹事の募集 

ＮＰＯと行政の協議 

〔課題・テーマ等協議〕 

 ＮＰＯと行政が年度当初の全体会の場で、課題、テーマ等を協議

し、議題の設定を行う。 

〔全体会、ＮＰＯ部会等の開催〕 

 全体会、ＮＰＯ部会、専門部会等の場で、様々なテーマにより

協議・意見交換。 

〔出前会議〕 

 年２回程度は、地域でのＮＰＯと行政の協議、意見交換の場を

設定し、各地域での交流促進を図る。 

〔広報〕 

 ひょうごボランタリープラザの情報紙（コラボレーション）等に

より、ＮＰＯ側の幹事を公募。 

また、ＮＰＯと行政の協議結果についてはホームページにより公

開。 

運営方針の協議 

〔フォーラム〕 

 ひょうごボランタリープラザと共催で「ひょうご協働フォーラ

ム」を開催 
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 参画と協働の実施状況  

 

◇ ＮＰＯと行政の協働会議の設置 

・全体会議 

ＮＰＯ部会構成員、行政部会構成員の全員、テーマに応じた県関係課室が集まり、地

域課題解決に取り組むための施策や事業について、協議・情報交換を行っています。 

・ＮＰＯ部会(ＮＰＯ関係者から構成員を公募) 

ＮＰＯとしての課題整理や提案内容を公開で議論しています。（おおむね月１回開催） 

・行政部会 

ＮＰＯとかかわりの深い業務を担当する課室長を構成員とし、ＮＰＯと協働で実施す

る施策の情報交換等を行っています。 

・専門部会 

  ＮＰＯと行政の協働に関して、特に集中的に協議・情報交換、調査研究等を必要とす

る特定のテーマについて随時設置しています。 

 

◇全体会議（出前出張会議を含む）の開催状況 

 開催数 会議のテーマ 

全体会議 １１回 

 

・「子ども・教育」について 

・「高齢者・障害者・福祉」について 

・「まちづくり」について       等 

全体会（出前出張会

議） 

２箇所で開催

（阪神・淡路）

阪神：NPO と行政の協働について 

淡路：NPO と行政の協働について 

         

◇ ひょうご協働フォーラムの開催 

ボランタリーセンターの形成を図るため、その基礎となるＮＰＯと行政の協働が持つ可能

性、方向性などを考えるフォーラムを開催しました。 

・ 開催日   平成 15 年 11 月 25 日 

・ 基調講演  テーマ「協働が生み出す新たな可能性」 

・ 鼎 談    テーマ「ＮＰＯ・行政これから」 

  

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（意見交換の実効性の向上） 

ＮＰＯと行政の協働会議は、様々な地域課題をＮＰＯと行政が協働して解決していくた

め、関係者が施策等の企画段階から協議、意見交換を行っており、これまでに「ＮＰＯ活

動応援貸付制度」「ひょうごボランタリープラザの開設」等の新たな制度の立ち上げを協

働作業で行ってきました。 

今後ともＮＰＯと行政の協働による取り組みや、新たな施策の創設等について、ボラ

ンタリー活動や地域の実態を熟知しているＮＰＯとテーマ別に集中協議を行うなど、地

域課題解決に向けた意見交換を進め、より幅広い分野の施策等への反映をめざしていき

ます。 
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  ○ひょうごボランタリー活動メッセ（県民政策部） 

 事業概要  
    活動団体間の交流の促進、活動団体と企業等の資金提供者とのマッチング等を促進する

とともに、県民の県民ボランタリー活動への理解と参加の促進を図るため、県内各地域の

ボランタリー活動団体が一堂に会するイベントをＮＰＯ等との実行委員会方式により開

催します。 
 
    参画と協働の方法  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 参画と協働の実施状況  

 

◇開催日・開催場所 

神戸ハーバーランドスペースシアター等で、平成１６年１月２４日（土）、２５日（日）の

２日間を中心に実施しました。 

 

◇ ボランティア市民活動元気アップアワード 

アワードという新たな仕組みにより、活動団体がこれから取り組もうとする事業等の提案

発表を通じて、活動団体と企業等の資金提供者とのマッチングの機会を提供し、県民のＮＰ

Ｏ等への寄付意識の醸成を図りました。  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

    

ノウハウの共有 

事業内容の広報 

事業実施 

〔実行委員会の開催〕 

 ＮＰＯ・ボランタリー活動団体・企業・労働組合・助成団体・行

政等により実行委員会を結成し、事業内容を企画し、実施。 

〔ボランタリー活動メッセの開催〕 

 ボランティア活動団体と企業等の資金提供者とのマッチングの

機会を提供。 

 ＮＰＯ・ＮＧＯ出会いの広場、ふれあいマーケット等による交

流の機会の提供。 

〔活動ノウハウの共有〕 

 事業で得られたノウハウを共有し、事業終了後は反省会を開催

して、次年度への事業実施につなげる。 

〔広報〕 
 ひょうごボランタリープラザの情報紙、（コラボレーション）コ

ラボネット、リーフレット、各種メディアを活用して、事業内容を

広く情報発信。 

事業の企画・実施 



 - 67 -

コース 応募団体数 受賞団体数 

元気アップコース 

 

５８ 

 

元気アップ大賞（賞金 100 万円） 

元気アップ賞 （賞金  20 万円） 

１団体 

４団体 

こつこつコース 

 

７６ 

 

こつこつ大賞 （賞金  20 万円） 

こつこつ賞  （賞金   5 万円） 

１団体 

１９団体 

元気アップコース：企画提案型のコースで、これからの新たな企画内容を審査 

こつこつコース ：活動実績評価方のコースで、これまでの活動実績を審査 

 

◇ ボランティアステージ 

ボランティア・市民活動団体、その他開催趣旨に賛同する団体（地元の学校、スポーツ団

体、歌唱グループ等）の活動を発表する場として開設しました。 

 

◇ ふれあいマーケット 

ボランタリー活動の PR を行うとともに、障害者の社会参加について広く市民に啓発するこ

とを目的として開催し、県内のボランタリー活動団体の情報交換と交流を図りました。 

    

◇ ひょうごボランティア・市民活動フォーラム 

「企業・勤労者とＮＰＯの連携をめざして」をテーマに、基調講演、パネルディスカッシ

ョンを行いました。 

 

◇ ＮＰＯ・ＮＧＯ出会いの広場 

県内のＮＰＯ法人をはじめとしたボランタリー活動団体が、自分たちの活動や取り組みを

PR する場（ブース）を開設し、ボランタリー活動団体と企業・勤労者とのマッチングを図る

機会づくりを行い、企業のフィランソロピー活動、勤労者ボランティア等とＮＰＯとの連携・

協働方策を探りました。 

 

 

 参画と協働の今後の主な取り組み方向  

（参画の促進） 

多様な主体が参画・協働する実行委員会の特色を活かし、さらにより多くの主体の参画

を得られるよう広く呼びかけを行っていく。また、今後の寄附の文化の醸成をめざし、公

開審査による透明性の確保を継続しながら、県民ボランタリー活動への理解を促進し、企

業、団体、個人等の資金提供者の拡大を図ります。 




